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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、インドネシア共和国関係機関との討議議事録（R/D）に基づき、

技術協力プロジェクト「マンゴーにおけるミバエ類検疫技術向上計画」を 2009 年 10 月から 3.5

カ年間の予定で実施しています。 

この度、プロジェクトが協力期間の中間地点に至ったことから、プロジェクトの進捗や実績を

確認のうえで目標及び成果達成に向けた貢献・阻害要因を分析すること、評価 5 項目（妥当性、

有効性、効率性、インパクト及び持続性）の観点から日本・インドネシア国側双方で総合的にプ

ロジェクトを評価すること、及び今後の対策について提言を行うことを目的として、2011 年 11

月 24 日から 12 月 14 日まで中間レビュー調査団を現地に派遣しました。 

現地では、インドネシア共和国側の団員と合同評価調査団を形成し、評価結果を合同評価報告

書に取りまとめ、プロジェクト合同調整委員会に提出するとともに、インドネシア共和国側の政

府関係者と今後の方向性について協議し、ミニッツ（M/M）に署名を取り交わしました。本報告

書は、その結果をとりまとめたものであり、今後のプロジェクトの実施にあたり広く活用される

ことを願うものです。 

終わりに本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表し

ます。 

 

 平成 24 年 1 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部部長 熊代 輝義 
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略語 正式名称 日本語 

AAQ Agency for Agricultural Quarantine 農業検疫庁 

ACIAR  
 

Australian Center for International 
Agricultural Research 

オーストラリア国際農業研究センター 

C/P Counterpart Personnel カウンターパート 

CPQ Center for Plant Quarantine 植物検疫センター 

DGH Directorate General of Horticulture 園芸総局 

DHCP Directorate of Horticulture Crop Protection 園芸作物保護部 

JCC  Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

JIEPA 
 

Japan-Indonesia Economic Partnership 
Agreement 

日インドネシア経済連携協定 

M/M Minutes of Meeting 協議議事録 

MOA Ministry of Agriculture 農業省 

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジメント

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PFI Pest Forecasting Institute 病害虫予察センター 

PMU Project Management Unit プロジェクト・マネジメント・ユニット

PO Plan of Operations 活動実施計画 

PRA Pest Risk Analysis 病害虫危険度解析 

R/D Record of Discussion 討議議事録 

SPS Sanitary and Phytosanitary Measures 衛生と植物検疫のための措置（SPS 協定）1

VHT Vapor Heat Treatment 蒸熱処理 

WTO World Trade Organization 世界貿易機関 

 

                                                        
1 衛生植物検疫措置に関する協定。同協定は、世界貿易機関（World Trade Organization：WTO）協定の設立と同時に発効した

もので、食品安全と、動植物の健康のための規制の適用に関するもの。本協定においては、国内外の食品や動植物の衛生に

関する国際的な基準や指針、勧告の使用が推奨されるが、科学的根拠に基づく加盟国独自のより高い基準を定めることが可

能。 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：マンゴーにおけるミバエ類検疫技術向上計画プロジェ

クト 

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部水田地

帯第一課 

協力金額（評価時点）：2 億 8,000 万円 

協力期間 

（R/D）：2009 年 10 月 16 日～

2013 年 4 月 15 日（3.5 年） 

先方関係機関： 

園芸総局（DGH）、農業省農業検疫庁（AAQ）、 

DGH 下部組織の病害虫予察センター（PFI） 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア国」）において農業は食料安全保障・雇用機会創

出・経済成長の観点から重要なセクターであり、そのなかでも園芸作物（熱帯性果実を含む）

は経済価値が高く、国内流通のみならず輸出産品としても重要な位置づけにある。このうち、

マンゴーは主要な輸出用果物であるが、約 2,400 万 t に及ぶ総生産量のうち、輸出量はわずか

0.1％未満に過ぎず、その潜在的な輸出拡大の可能性が注目されている。現在、主に中近東や東

南アジアの市場向けに輸出され、インドネシア国政府はわが国に対しても 1997 年にマンゴーの

輸入解禁を要請している。しかしインドネシア国にはマンゴーに寄生し甚大な被害を与えるミ

バエ類が数多く生息していることから、輸出相手国はミバエ類が既に生息しているか、ミバエ

類が寄生するマンゴーを植物検疫の対象としていない国に限られている。 

このような状況を踏まえ、インドネシア国政府は、マンゴー生果実のなかでも既にシンガポ

ール等に一定量を輸出している実績があり、輸出用果物としてポテンシャルが高いゲドン（現

地語名）の輸出促進を図るため、蒸熱処理（Vapor Heat Treatment：VHT）技術を利用したミバ

エ類殺虫において先進的な技術と豊富な経験を有するわが国に技術協力プロジェクトの実施を

要請した。これを受け、JICA は 2009 年 10 月から 2013 年 4 月までの 3.5 年間の予定で本「マ

ンゴーにおけるミバエ類検疫向上計画」を開始し、長期専門家を 1 名及び短期専門家を数名を

派遣し、協力を実施中である。なお、本プロジェクトは日インドネシア国経済連携協定

（Japan-Indonesia Economic Partner：JIEPA）の署名（2007 年 8 月）の際、共同声明文の別添文

書に対象プロジェクトとして記載された協力案件である。 

 

１－２ 協力内容 

 (1) 上位目標 

他の熱帯性果実について、ミバエ類に対する VHT による消毒技術が確立される。 

 

 (2) プロジェクト目標 

マンゴー生果実（ゲドン）について、ミバエ類に対する VHT による消毒技術が確立さ

れる。 
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 (3) 成果 

1) 供試ミバエ類の実験室における累代飼育に関するカウンターパート（C/P）の能力が向

上する。 

2) 供試ミバエ類の VHT による消毒方法に関する C/P の能力が向上する。 

3) 試験データ及び分析結果を蓄積するためのデータシステムが構築される。 

 (4) 投入（評価時点） 

1) 日本国側：総投入額 約 2 億 2,900 万円 

・長期専門家派遣 1 名 ・機材供与 約 1 億 2,000 万円（38 種） 

・短期専門家派遣 12名 ・ローカルコスト負担 約 800 万円 

・研修員受入 20名 ・実験棟改修・増築工事費 約 2,800 万円 

2) インドネシア国側： 

・カウンターパート配置 14 名 ・プロジェクト事務所  

・ローカルコスト負担 27 億 5,700 万インドネシアルピア（C/P 人件費を含む） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総括 丸岡 秀行 JICA 農村開発部 次長 

植物検疫行政 坂田 尚史 農林水産省 消費･安全局 植物防疫課 課長補佐 

植物検疫技術 柴田 信幸 農林水産省 消費･安全局 植物防疫課 生産安全専門職 

データ管理 安藤  毅 JICA 農村開発部 

評価分析 松本  彰 A&M コンサルタント有限会社 代表取締役 

計画管理 園山 英毅 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 特別嘱託 

調査期間 2011 年 11 月 24 日～12 月 14 日 調査種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) 成果の達成状況 

成果 1：供試ミバエ類の実験室における累代飼育に関する C/P の能力が向上する。 

計画されていた活動は完了済みか、あるいはほぼ完了見込み。C/P の採卵や幼虫・成虫の

飼育能力にかかる各指標もほぼ達成されている。 

成果 2：供試ミバエ類の VHT による消毒方法に関する C/P の能力が向上する。 

各種試験は進行中だが、活動 2-2 の試験用マンゴーの果実の品質に課題。活動 2-4 に実験

手順の見直し等により約 1 カ月の遅れが生じている。C/P の能力向上には専門家からの継

続指導が必要である。 

成果 3：試験データ及び分析結果を蓄積するためのデータシステムが構築される。 

データは継続的に蓄積されてきており、マニュアルも一部作成済みである。 

 

(2) プロジェクト目標の達成見込み 

一部の活動に遅れが見られるものの、これまでの活動と成果はプロジェクト目標の達成に

貢献しつつある。今後、小規模並びに大規模殺虫試験、大規模熱障害試験の実施によって、

VHT による完全消毒基準が明確になる予定である。活動の遅れを取り戻すための対策が適

切に講じられれば、プロジェクト目標の協力期間内の達成は見込まれると考えられる。 
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 (3) 実施プロセス： 

投入及び活動はほぼ R/D や PDM、PO に沿って実施され、成果品も作成されてきている。

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：以下の観点から高いと評価される。 

1) インドネシア国政府の農業セクター開発政策、園芸作物及び植物検疫に係る戦略や方

針に大きな変更はなく、本プロジェクトの方向性は政府の政策に合致している。またわ

が国の対インドネシア国国別援助計画において、本プロジェクトは「食料安定供給プロ

グラム」のもと、農水産物競争力強化に資する案件として位置づけられる。JIEPA の対

象協力案件ともなっており、実施の意義は高い。 

2) プロジェクト実施機関（園芸総局・農業検疫庁・病害虫予察センター（PFI））は、園

芸作物の品質管理政策の施行、動植物検疫、病害虫予察において重要な役割を果たして

おり、園芸作物の国際市場へのアクセス向上のため、本プロジェクトの対象技術を必要

としている。「ミバエ類に対する蒸熱処理による完全消毒基準の確立」はインドネシア国

がマンゴーの輸出促進のために植物検疫処理の技術力を高め、実践していくうえで非常

に重要である。 

3) わが国はミバエ類の消毒技術（特に蒸熱処理技術）に関して先進的な技術を有し、他

国（ベトナム等）における類似協力の実施経験もあり、当該分野の支援に優位性がある。

 

(2) 有効性：以下の観点から高いと判断される。 

・今後、活動の遅れを取り戻すための対策が適切に講じられれば、C/P の技術面・運営面

の能力強化が図られ、プロジェクト目標の協力期間内の達成は見込まれる。プロジェク

トデザイン上、各成果の発現からプロジェクト目標の達成に至るまでの論理性は現時点

においても妥当なものであり、３つの成果はいずれもプロジェクト目標達成に有効に寄

与するものと判断される。 

 

(3) 効率性：以下の観点から中程度と判断される。 

1) インドネシア国側の C/P の配置数は、R/D 上で計画されていた 17 名（プロジェクトデ

ィレクター等の幹部を除く）に対し、実際の配置は 11 名のみであり、人員不足の問題が

生じている。この他の日本側、インドネシア国側の投入は、概してその量、質、タイミ

ング的にも適切に行われてきているといえる。 

2) プロジェクトはおおむね活動計画に沿って実施されてきているが、一部の遅れにより、

今後の進捗に影響が生じ、2013 年 4 月までのプロジェクト終了が困難となる可能性があ

る。この要因としては、「C/P の配置不足（現在の C/P への負担増）」「プロジェクトサイ

トにおけるインドネシア国側のチームリーダー（調整役）の不在」「計画どおりの作業完

了の難しさ（労働条件に対する不満も要因）」などさまざまな点が指摘される。 

 

(4) インパクト：以下の観点から中程度と判断される。 

1) 上位目標の達成見込みについては、インパクト発現までには時間を要するため、まだ

現時点で評価できるまでには至らない。しかし、C/P には、これまでの活動を通じて学
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んだ知識、技術の活用や改善を通じ、消毒試験活動を更に継続していくことが期待され

る。 

2) 下記のとおりの正の波及効果が認められる。 

・マンゴー（ケドン）に対するミバエ類の VHT 技術は、他のマンゴー種やその他の熱

帯性果実（パパイヤ、ドラゴンフルーツ等）に対しても応用が可能である。また、VHT

技術の確立を通じ、他国の輸入解禁条件をクリアし国際市場へのアクセスが向上すれ

ば、高いインパクトを生むことが期待できる。 

・C/P は VHT 試験やミバエ類飼育にかかる技術的知識や経験のみならず、時間管理能力

や活動全体における位置づけを理解しながら作業を行う視点を徐々に身に着けてきて

いる。 

 

(5) 自立発展性：現時点では以下の理由から不確実であると判断される。 

1) 蒸熱処理（VHT）機材の正確な操作、試験データの詳細分析やレポート作成に関する

C/P の能力はまだ十分とはいえない。向上のためにはまだかなりの時間と尽力を必要と

するものと考えられ、専門家による更なる技術的支援や指導が不可欠であるといえる。 

2) 当面、インドネシア国政府の園芸作物の輸出促進のための取り組みの一端として、本

プロジェクトに対する政策的支援が継続する見込みは高いが、現在の事業運営・調整体

制は必ずしも適切に機能しているとは言い難く、試験用マンゴーの調達、電気系統のト

ラブル、マンゴー輸出にかかる情報提供、C/P の労働条件や人員配置不足などの問題に

関し、タイムリーな対応措置が取られてきていない。主な要因の１つは、インドネシア

国側において現場レベルの活動全体に責任をもつプロジェクトリーダーが不在であり、

予算管理、C/P の業務管理、活動計画の作成や監督、事務局との連絡調整に権限と責任

を担う人材が配置されていない点にある。また、プロジェクト終了後に主体となって活

動を継続する責任機関も決定されておらず、現体制においても各機関の責任関係が明確

となっていない。 

3) インドネシア国政府はこれまでプロジェクト運営予算を確保しているが、今後の財政

面での持続性は不明である。プロジェクト終了後も成功裡に活動を継続していくために

は、特に C/P の手当て、マンゴーの調達、ミバエ用飼料の購入、機材の維持管理等の予

算確保に一層の努力を重ねていくことが重要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

特記事項なし。 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 同一の短期専門家人材の派遣： 

同じ人材が短期専門家として繰り返し派遣されており、プロジェクト活動の円滑な実

施、効率的な技術移転が可能となり、C/P との良好な関係構築にもつながっている。 

2) インドネシア国側によるプロジェクト運営費の確保： 

インドネシア国側が、R/D に基づき、試験用マンゴーの購入や実験棟の水光熱費等の

プロジェクト運営費を確保してきたことは、プロジェクトの進捗に貢献している。 



v 

3) さまざまな技術マニュアルの作成： 

プロジェクトで作成・加筆修正を行っている技術マニュアル類は、C/P の作業確認や

技術習得に有用なばかりでなく、将来にわたっても活用可能である。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

特記事項なし。 

(2) 実施プロセスに関すること 

1) 試験用マンゴーの質と量：  

試験に必要とされる一定のサイズ（250～300g）や熟度（85％）のマンゴー果実を入手

できていない。ミバエや他の害虫による寄生、栄養障害（果肉の変質）が多くの果実内

部に見られており、試験の実施や、正確なデータ収集の妨げにもなっている。 

2) 機材の設置の遅滞とトラブル発生： 

「発電機が停電時に自動的に作動しない/停電回復時に通電が自動的に復帰しない」

「恒温水槽の温度調整機能に不具合が発生」等のトラブルが発生してきており、円滑な

プロジェクト活動を阻害する一因となっている。いくつかのトラブルは解消したとはい

え、まだ課題はあり、引き続き機材の保守維持管理にかかる留意が必要である。 

 

３－５ 結論 

これまでのプロジェクト活動はおおむね良好に実施され、C/P の能力も強化されてきている

といえる。ただし、活動の遅れも観察され、必要な対策が講じられなければ予定期間内のプロ

ジェクト完了が困難となる可能性が高い。また、プロジェクト終了後の活動の持続や強化のた

めには、特に組織体制面においてインドネシア国側の大きな努力が必要である。中間レビュー

調査団からの提言を踏まえたうえで、残り期間の活動に取り組むことが求められる。 

 

３－６ 提言 

(1) プロジェクトへの提言 

1) ミバエ用飼料の探索：これまで、ミバエ飼料（AY65）は日本からの輸入によって調達

されているが、プロジェクト終了後は価格や手続面でインドネシア国独自による調達が

困難となる可能性が大きい。代替源となる飼料をプロジェクト終了時までに決定すべき

である。 

2) プロジェクト活動従事にかかる証明書の発行：C/P の能力は、国全体のミバエ飼育・

蒸熱処理分野の能力強化に 大限活用されるべきである。同分野における C/P の業務経

験が認知され、活動継続が促進されるよう、プロジェクト活動に従事した C/P に証明書

を発行することが期待される。 

 

(2) インドネシア国側への提言 

1) プロジェクトへの C/P 配置： 

インドネシア国側は R/D 上で合意された C/P（園芸総局より 5 名、農業検疫庁より 6

名）を速やかに配置すべきであり、またこの際、過去の本邦・オーストラリア研修経験
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者を候補者として優先的に考慮すべきである。園芸総局（Directorate General of 

Horticulture：DGH）には、プロジェクトサイトに常駐し、現場の活動運営や調整にすべ

ての権限と責任を負うフルタイムのプロジェクトリーダーを 2012年 3月までに配置する

ことが求められる。必要に応じ、予算措置や内規改正等も速やかに執り行われるべきで

ある。 

2) 持続的な組織体制の確立： 

VHT 試験を持続的に計画・実施していく組織体制がインドネシア国側に確立されなけ

れば、プロジェクト終了後、他品種のマンゴーや他の熱帯性果実の消毒基準を確立して

いくことは困難である。DGH は、農業検疫庁（Agency for Agricultural Quarantine：AAQ）

や病害虫予察センター（Pest Forecasting Institute：PFI）と協議のうえ、機能し得る組織

体制を 2012 年 3 月までに設定すべきである。必要に応じ、内規改正等も行われるべきで

ある。 

3) 適切な試験用マンゴーの調達： 

インドネシア国側は、栄養障害がなく、一定の熟度やサイズの十分な質と量のマンゴ

ーを確保するための調達体制を 2012 年 3 月までに確立すべきである。 

4) プロジェクトへの情報提供： 

VHT 試験は将来のマンゴー輸出時に想定される具体的条件のもとで行うことが望ま

しく、果実の熟度、保管環境（温湿度等）や輸送期間等に関するインドネシア国側から

の情報提供が必要であるが、現在まで実現していない。インドネシア国側は必要情報を

2012 年 3 月までにプロジェクトに提供すべきである。 

5) 実験棟の環境改善： 

精密な実験用機材を利用する本事業の実施において電気の問題は重要であるため、実

験棟施設の電気システム見直しや確認・保守管理・修理担当者の補強等、組織としての

対応能力の強化が必要である。インドネシア国側は 2012 年 1 月までに実験棟の環境改善

に向けたアクションプランを立案し、これに基づいた対策を実行していくべきである。 

 

(3) 日本側及びインドネシア国側への提言 

短期専門家の追加派遣：これ以上の活動の遅れを防止し、また現在の遅れを取り戻すた

めには、特に VHT 試験分野において短期専門家を追加的に派遣することが必要である。

インドネシア国側・日本側には速やかに必要な手続きを進めることが求められる。 

 

３－７ 教訓 

責任・権限関係が明確化された組織体制の設立：本プロジェクトの活動にはさまざまな組織

が、各組織や人員の責任や権限を明確に定義しないまま関与しており、結果的に円滑な活動運

営を困難にし、問題の処理や意思決定の遅れにつながっている。責任部局が明確に定義されな

ければ、プロジェクトの持続性も担保されない。異なる C/P 機関の連携のもとで実施する場合、

まずは責任や権限が明確化された体制を確立することが重要である 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア国」と記す）の農業生産は全 GDP の約 14％を占め

（2009 年）、農業への就労人口が全労働人口に占める割合は 46％であり、農業は食料安全保障・

雇用機会創出・経済成長の観点から重要なセクターである。そのなかで園芸作物（熱帯性果実・

野菜・観葉植物・薬用植物等を含む）は食用作物と比較して経済価値が高く、換金作物として国

内で流通しているとともに、輸出産品としても重要な位置づけにある。 

インドネシア国においてマンゴーはバナナやマンゴスチンと並ぶ主要な輸出用果物であるが、

約 2,400 万 t に及ぶ総生産量のうち、輸出量はそのわずか 0.1％未満に過ぎず、その潜在的な輸出

拡大の可能性が注目されている。現在、インドネシア国産のマンゴーは主に中近東や東南アジア

の市場向けに輸出され、輸出量も徐々に伸びており、インドネシア国政府はわが国に対しても

1997 年にマンゴーの輸入解禁を要請している。しかし、世界 大の島嶼国であるインドネシア国

は生物多様性が豊かであり、マンゴーに寄生し甚大な被害を与えるミバエ類が数多く生息してい

ることから、輸出相手国はミバエ類が既に生息しているか、ミバエ類が寄生するマンゴーを植物

検疫の対象としていない国に限られている。 

このような状況を踏まえ、インドネシア国政府は、マンゴー生果実のなかでも既にシンガポー

ル等に一定量を輸出している実績があり、輸出用果物としてポテンシャルが高いゲドン（現地語

名）1の輸出促進を図るため、蒸熱処理技術を利用したミバエ類殺虫において先進的な技術と豊富

な経験を有するわが国に技術協力プロジェクトの実施を要請した。 

これを受け、JICA は 2009 年 10 月から 2013 年 4 月までの 3.5 年間の予定で本「マンゴーにお

けるミバエ類検疫向上計画」を開始し、長期専門家 1 名及び短期専門家数名を派遣中である。今

般、プロジェクトが実施期間の中間地点を迎えたため、以下の 3 点を目的として中間レビュー調

査団が派遣されることとなった。 

 

(1) PDM 及び PO に基づき、プロジェクトの進捗や実績を確認するとともに、目標及び成果達

成の貢献・阻害要因を分析する。 

(2) 評価 5 項目（妥当性・有効性・効率性・インパクト及び持続性）の観点から、プロジェク

トの評価を行う。 

(3) プロジェクトの後半期間に実施されるべき対策について提言を行う。 

 

なお、本プロジェクトは日インドネシア経済連携協定（Japan-Indonesia Economic Partnership 

Agreement：JIEPA）の署名（2007 年 8 月）の際、共同声明文の別添文書に対象プロジェクトとし

て記載された協力案件である。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

１－２－１ 団員構成 

調査の実施にあたっては、次のメンバーからなる合同評価調査団を形成し、日本・インドネ

                                                        
1 詳細設計調査実施時は「ゲドン・ギンチュウ（Gedong Gincu）」との名称が用いられていたが、本調査において「ゲドン（Gedong）」
が正式な品種名であることがインドネシア国側によって確認された。 
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シア国側双方による合同評価を行った。 

 

(1) 日本側 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 丸岡 秀行 JICA 農村開発部 次長 

植物検疫行政 坂田 尚史 農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 課長補佐 

植物検疫技術 柴田 信幸 農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 

生産安全専門職 

データ管理 安藤  毅 JICA 農村開発部  

評価分析 松本  彰 A&M コンサルタント有限会社 代表取締役 

計画管理 園山 英毅 JICA 農村開発部 水田地帯第一課 特別嘱託 

 

(2) インドネシア側 

氏 名 担当分野 所 属 

Anastasia Promosiana 総括 農業省 園芸総局 評価課 課長 

Turhadi Noerachman  農業省 農業検疫庁 植物産品輸出課 

Freddy  農業省 園芸総局官房 計画課 技術官 

Sindha Cahya 

Wardhani 

 農業省 園芸総局官房 計画課 

Muhammad Tiggy 

Rhezandy 

 農業省 農業検疫庁 二国間検疫課 

Deni Satriaman  農業省 園芸総局 評価課 

Iim Mucharam  農業省 計画局 モニタリング評価課 

 

１－２－２ 調査期間 

2011 年 11 月 24 日（木）～12 月 14 日（水）（21 日間） 

調査日程の詳細については、付属資料 1 の Annex1 を参照。 

 

１－３ 対象プロジェクトの概要 

１－３－１ 協力期間  

2009 年 10 月～2013 年 4 月（3.5 年間） 

 

１－３－２ 実施機関 

農業省園芸総局（Directorate General of Horticulture：DGH） 

農業省農業検疫庁（Agency for Agricultural Quarantine：AAQ） 

  

１－３－３ プロジェクトサイト 

病害虫予察センター（Pest Forecasting Institute：PFI）（西ジャワ州ジャティサリ） 

 ※PFI 内の実験棟施設を改修・増築し、使用。 
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成果 1： 
ミバエ類の累代飼育に 

関する C/P の能力向上 

  

成果 2： 
ミバエ類の蒸熱処理（VHT）消毒方法に

関する C/P の能力向上 

  

プロジェクト目標： 
マンゴー生果実（ゲドン）について、 

ミバエ類に対する蒸熱処理による消毒技術が確立される。  

果実障害試験 蒸熱処理消毒試

ミバエ飼育 成果 3： 
試験データ及び
分析結果を蓄積
するためのデータ

システム構築 

  
データ分析管理 

１－３－４ 上位目標 

他の熱帯性果実について、ミバエ類に対する蒸熱処理（Vapor Heat Treatment：VHT）による

消毒技術が確立される。 

 

１－３－５ プロジェクト目標 

マンゴー生果実（ゲドン）について、ミバエ類に対する VHT による消毒技術が確立される。 

 

１－３－６ 成果 

成果１：供試ミバエ類の実験室における累代飼育に関する C/P の能力が向上する。 

成果２：供試ミバエ類の VHT による消毒方法に関する C/P の能力が向上する。 

成果３：試験データ及び分析結果を蓄積するためのデータシステムが構築される。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図１－１ プロジェクト概念図 
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第２章 中間レビューの方法 
 

本調査では、JICA 事業評価ガイドライン（改訂版）に基づき、プロジェクト・サイクル・マ

ネジメント（Project Cycle Management：PCM）の評価手法を採用した。PCM 手法を用いた評価

は、（1）プロジェクト運営管理のための要約表であるプロジェクト・デザイン・マトリックス

（Project Design Matrix：PDM）に基づいた計画達成度（投入実績・活動状況・成果の達成度・プ

ロジェクト目標の達成見込み）の把握、（2）評価 5 項目（妥当性・有効性・効率性・インパクト・

持続性）の観点に基づいた収集データの分析、（3）分析結果に基づいた提言・教訓のまとめ、の

3 点で構成されている。評価の主な手順と方法は以下のとおりである。 

 

２－１  評価手順 

２－１－１ 既存資料のレビュー及び評価グリッドの作成 

事前にプロジェクトの月例報告書、事業進捗報告書、短期専門家帰国報告書及びプロジェク

ト作成資料などから情報を得て、現地での調査項目と情報収集方法を検討し、資料のレビュー

を行った。また評価デザインとして評価グリッドを作成した（付属資料１の Annex2 を参照）。 

 

２－１－２ 質問票の作成・回収 

現地調査の開始に先立ち、評価グリッドを基に、カウンターパート（Counterpart Personnel：

C/P）に対する質問票を作成した。質問票は実施機関である農業省（ジャカルタ）の園芸総局

や農業検疫庁の幹部対象のものと、プロジェクトサイト（ジャティサリ）で活動する職員対象

の２種類を準備し、対象者に事前送付のうえ、回答の回収と分析を行った。また日本人専門家

に対しては、プロジェクトが事前に作成した資料（投入・活動実績等）をもとに、メールを通

じてプロジェクト活動内容等の確認や質疑応答を行なった。 

 

２－１－３ 中間レビュー用 PDM（Ver. 2.0）の作成 

中間レビューの実施にあたり、プロジェクト活動の実情に照らした PDM の修正が必要であ

ることが明らかとなったため、合同評価調査団は「上位目標の評価指標」の再定義、「外部条

件」の見直し、「プロジェクト活動及び投入」の記載内容の加筆修正を含む中間レビュー用 PDM

（Ver. 2.0）案を作成した。同案は合同評価報告書（英文）（付属資料１）に収録され、次（「２

－１－５」参照）のとおり調査終了時に開催されたプロジェクト合同調整委員会（Joint 

Coordinating Committee：JCC）において 終的に承認された。PDM の主な改訂項目は表２－１

のとおりである。 

 

表２－１ PDM の改訂内容 

項目 改訂前（Ver.1.0） 改訂後（Ver.2.0） 改訂理由 

上位目標 指標 消毒技術が確立される熱帯

性果実の種類の数 

マンゴー以外の、少なくとも

１つの熱帯性果実において、

消毒技術が確立される。 

量的な目標値を設定

する必要があるた

め。 
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外部 

条件 1 

現在の農業政策が維持され

る。 

＜削除＞ 該当部分への外部条

件の設定は不適切で

あるため。 

プロジェ

クト目標 

 マンゴー生果実（ゲドン・ギ

ンチュウ）について、ミバエ

類に対する蒸熱処理による

消毒技術が確立される。 

マンゴー生果実（ゲドン）に

ついて、ミバエ類に対する蒸

熱処理による消毒技術が確

立される。 

本調査において対象

種マンゴーの公式名

称が改めて確認され

たため。 

活動 2-4 温湯浸漬試験によりすべて

の対象ミバエ類の中で 耐

性ステージを決定する。 

温湯浸漬試験により全ての

対象ミバエ類の中で 耐性

種を決定する。 

誤記が確認されたた

め。 

外部 

条件 1 

試験用マンゴー果実（ゲド

ン・ギンチュウ） が確実（一

定量･品質）に入手できる。 

試験用マンゴー果実（ゲド

ン）が確実（一定量･品質）

に入手できる。 

本調査において対象

種マンゴーの公式名

称が改めて確認され

たため。 

投入 日 本 側

3. 機 材 

供与 

＜未記載＞ （7） PFI の蒸熱処理実験棟

施設の建設・改修費 

案件開始時の合意に

基づき、日本側によ

る経費負担が行われ

ているが、PDM 上に

記載されていなかっ

たため。 

 

２－１－４ プロジェクト関係者との面談・インタビュー 

プロジェクトの実績を把握するため、プロジェクト側から活動進捗にかかる詳細な報告を受

けるとともに、インドネシア国側の関係機関（農業省園芸総局・農業検疫庁・PFI）、日本人専

門家、その他のプロジェクト関係者に対し、質問票の分析結果やメールでの質疑応答を補う形

で、個別にインタビュー調査を実施した。さらに、関係機関のプロジェクト関係者との会議を

開催し、プロジェクトが抱えている課題や対策について協議や意見交換を行った。また、プロ

ジェクトサイトを訪問し、各種の試験活動の実施状況を視察した。 

 

２－１－５ プロジェクト合同調整委員会（JCC）への報告 

合同評価調査団内で上記の調査結果を評価５項目に沿って詳細に検討し、結果を合同評価報

告書（英文）に取りまとめた。合同評価調査団は 2011 年 12 月 12 日に開催された合同調整委員

会（JCC）において同報告書を提出し、結果報告・協議を行った。JCC において日本・インド

ネシア国双方関係機関との間で協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）の署名・交換が行われ、

合同評価報告書の内容について合意が行われた。 

 

２－２  評価 5 項目 

 評価 5 項目による分析・評価は表２－２の視点に基づいて行われた。 
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表２－２ 5 項目評価の主な視点 

項目 視点 

妥当性 

（Relevance）

プロジェクト目標や上位目標が、評価を実施する時点において妥当か（受益者のニーズに

合致しているか、相手国の問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本国側の政策と

の整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、等）を問う視点。 

有効性 

（Effectiveness） 

プロジェクト目標は達成されるか、アウトプットのプロジェクト目標への貢献度、目標達

成の阻害・貢献要因、外部条件は何か、等を問う視点。 

効率性 

（Efficiency）

プロジェクトのアウトプット産出状況の適否、アウトプットと活動の因果関係、活動のタ

イミング、コスト等とそれらの効果について問う視点。 

インパクト 

（Impact） 

上位目標達成の見込み、上位目標とプロジェクト目標の因果関係、正負の波及効果等を問

う視点。 

持続性 

（Sustainability） 

政策・制度面、組織・財政面、技術面、社会・文化・環境面、総合的持続性等において、

協力終了後もプロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは持続の見込みはあ

るか）を問う視点。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ 投入実績 

評価時点における本プロジェクトの投入実績は、以下のとおりである（詳細は付属資料 1 の

Annex 4-8、及び付属資料 2 を参照）。 

＜日本側＞  

・ 専門家派遣 

長期専門家：1 名（業務調整/データ管理）。 

短期専門家：12 名 （チーフアドバイザー/果実障害試験、ミバエ飼育、蒸熱処理（VHT）

消毒試験、機材設置/操作指導ほか） 

・ 研修員受入：20 名（本邦研修 4 名、オーストラリア研修 3 名、ベトナム研修 13 名） 

※この他、プロジェクト開始前にも 5 名の派遣実績がある。 

・ 供与機材： 合計 38 機種・約 1 億 2,000 万円 

・ プロジェクト運営費（在外事業強化費実績）：約 835 万円  

・ プロジェクト施設の建設・改修経費：約 2,830 万円（実験棟の増改築、宿泊棟の水周り改

修等） 

＜インドネシア国側＞ 

・ カウンターパート（C/P）配置：運営管理レベル（農業省本部）に 5 名、フィールドレベ

ル（プロジェクトサイト）に 9 名配置。 

・ プロジェクト事務所 

・ プロジェクト運営費（C/P の人件費・試験用マンゴーの調達、実験棟の増改築工事、事務

所の水光熱費等を含む）：27 億 5,600 万インドネシア・ルピー（約 2,700 万円相当） 

 

３－２ 成果（アウトプット）の実績 

成果（アウトプット）の実績は以下のとおりである（詳細は付属資料 2 を参照）。 

 

(1) 成果１ 

＜成果 1＞ 

供試ミバエ類の実験室における累代飼育に関する C/P の能力が向上する。 

＜指標＞ 

1.1 C/P が採卵器により効率的にミバエ類の卵を採取できる。 

1.2 C/P が実験計画に従って、それぞれのミバエ類の幼虫を人工飼育できる。 

1.3 C/P が実験室で供試ミバエ類を成虫 6 千頭規模で累代飼育できる。 

＜指標の達成状況＞ 

1.1 飼育成虫数・採卵器の不足等の問題により効率的な採卵が不可能（特にウリミバエの採

卵器による採卵は困難）であったものが、バイオトロンの導入や採卵器の改良により、

飼育対象の 3 種のミバエとも、計画どおりの採卵ができるようになった。 

1.2 バイオトロンの導入、人工飼料の原料の変更、飼育容器の統一により、効率的に幼虫が

飼育できるようになった。 

1.3 バイオトロンの導入、使いやすい飼育ケージの統一、飼育スケジュールの作成、成虫餌

の改良、給餌・給水方法の改善により、成虫 6 千頭以上の飼育が可能となった。 
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成果１の達成のために計画されていた活動は完了済みか、あるいはほぼ完了見込みである。

C/P の採卵や幼虫・成虫の飼育能力にかかる各指標もほぼ達成されている。また供試用ミバ

エ2の飼育については、必要に応じていつでも追加試験や再試験の実施が可能となるよう、試

験用に本来必要とされる量の 2～3 倍を常に準備すべく技術支援を実施中である。「C/P は基

本的な能力を習得し、自信を深めつつある」との結果が専門家や C/P へのインタビューや質

問票の回答から得られている。 

ただし、計画に従って作業を進められるようになってきてはいるものの、独力で事前の手

順確認や点検を行いつつ、自主的に責任をもって各作業を遂行できるようになるまでには、

引き続き、OJT による専門家からの指導が必要と判断される。 

 

(2) 成果 2 

＜成果 2＞ 

供試ミバエ類の VHT による消毒方法に関する C/P の能力が向上する。 

＜指標＞ 

2.1 C/P が適切に蒸熱処理機を操作できる。 

2.2 C/P がすべての対象ミバエ類のなかで 耐性ステージを決定できる。 

2.3 C/P がすべての対象ミバエ類のなかでの 耐性ステージにおける完全消毒条件を決定で

きる。 

2.4 C/P が適切な VHT 方法により果実の熱障害を回避できる。 

＜指標の達成状況＞ 

2.1 蒸熱処理機を導入・設置し、現在も専門家が C/P に機材の操作調整方法や保守・維持管

理方法につき OJT を通じて指導中である。ただし、点検の方法や継続について引き続き

指導が必要である。 

2.2 現在、温湯浸漬試験による熱感受性比較試験を実施中（活動 2-4）である。その結果を

踏まえ、VHT により、すべての対象ミバエ類のなかで 耐性ステージを決定する作業（活

動 2-8）へと展開していく予定である。 

2.3 未達成。今後、小・大規模殺虫試験や熱障害試験の実施（活動 2-9、2-10、2-11）を通じ、

C/P の能力向上を図る予定である。 

2.4 未達成。今後、小・大規模殺虫試験や熱障害試験の実施（活動 2-9、2-10、2-11）を通じ、

C/P の能力向上を図る予定である。 

 

各種試験は進行中であり、専門家の指導のもと OJT 形式で C/P への技術移転が進められて

いる 中である。ただし、活動 2-2（「適切な時期に適切な量と質の供試果実を確保する方法

を確立する」）において、試験用マンゴーの果実の品質に問題が生じている（詳細は「４－２」

を参照）。また、C/P の能力レベルに合わせる形で実験スケジュールや手順に見直したうえ、

一部作業のやり直し等が発生した影響により、現時点で活動 2-4（熱感受性比較試験）の進

捗に約 1 カ月間の遅れが発生している。 

                                                        
2 実験供試虫としてのミバエ個体群は、実験の都度、野外から採集してくるのではなく、常に一定の方法で飼育され、品質の

よい個体群であることが求められる。蒸熱処理技術の開発試験のみではなく、他の方法による殺虫技術の開発においても、

試験実施のためには室内において常時成虫を飼育・維持しておき、必要とするステージと頭数を計画どおり供給できる大量

飼育・生産技術が要求される。 
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C/P は設定された計画に従って試験を進められるようになってきてはいるものの、試験計

画の立案、実施、結果分析までを独力かつ自主的に遂行可能なレベルにまでは達しておらず、

引き続き、OJT による専門家からの指導が必要と判断される。 

 

(3) 成果 3 

＜成果 3＞ 

試験データ及び分析結果を蓄積するためのデータシステムが構築される。 

＜指標＞ 

3.1  ミバエ飼育及び VHT 試験を含むすべてのデータが蓄積される。 

3.2  ミバエ飼育及び VHT 試験の各段階についてのマニュアルが取りまとめられる。 

3.3  分析されたデータが報告書として取りまとめられる。 

＜指標の達成状況＞ 

3.1 ミバエ飼育データ、試験データについて各活動の実施の都度、集積・蓄積されてきてい

る。なお、試験データは共用のパソコン内に整理・保存し、紙データはファイリングす

るよう専門家が指導中である。 

3.2 ミバエ飼育や VHT 使用マニュアル等を作成し、現在も一部取りまとめ中である。既に作

成済みの成果品、修正・計画中の成果品等のリストは〔付属資料2、プロジェクトの実績

（8）〕参照。 

3.3 まだ取りまとめの段階にまで至っていない。プロジェクト期間中に実施予定。 

 

システム構築に必要なデータは継続的に蓄積されてきており、マニュアルも一部作成済み

である。また、データ分析の結果、データにばらつきや不具合が見られた場合は、その原因

や理由を調査するとともに再試験を行うこととしている。今後、プロジェクト終了までに専

門家の指導のもとで報告書へのとりまとめを行う必要がある。 

 

３－３ プロジェクト目標の達成度（予測） 

＜プロジェクト目標＞ 

マンゴー生果実（ゲドン）について、ミバエ類に対する VHT による消毒技術が確立される。 

＜指標＞ 

3万頭以上の大規模殺虫試験で、すべての対象ミバエ類のなかで も熱耐性のあるステージに

おいて、供試果実に重大な障害を起こさずに供試ミバエ類を完全消毒する基準が確立される。3

 

本プロジェクトは実施期間の中間地点にあり、まだプロジェクト目標の達成度を詳細に評価す

る段階にはない。 

ただし、プロジェクトの活動は、一部においてスケジュールの遅れが見られるものの、一歩一

歩着実に実施されてきているといえる。ミバエ類の飼育方法（成果 1）や VHT 消毒試験の実施（成

果 2）に関しては基本的な内容の反復練習を通じて C/P の技術力にプロジェクト開始時より徐々

に改善が見られてきており、試験データはすべて蓄積されるようになってきている（成果 3）。こ

                                                        
3 確立されるべき「基準」とは、何℃・何分間の VHT を行うかという条件（完全殺虫処理に必要な中心温度（℃）と時間（分）

を決定すること）を指す。将来的にわが国を含む輸出相手国に対して、提出する「輸入解禁にかかる試験結果成績書」に盛

り込むべき も重要な事項の１つとなる。 
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れまでに実施あるいは達成されてきたすべての活動とアウトプットはプロジェクト目標の達成に

寄与してきているといえる。 

現在は成果 2 の達成に向けた活動として、温湯浸漬試験を実施中であり、同試験の結果を受け

て 耐性種が選定される予定である。これに引き続き、VHT による熱感受性比較試験を通じて

耐性種ステージが選定されることになっている。その後、小規模並びに大規模の殺虫試験、更に

は大規模熱障害試験が実施され、果実に重大な障害を起こさずに完全消毒（3万頭以上のミバエ類

を 100％殺虫）する基準が明確になる予定である。 

今後、活動スケジュールの遅れを取り戻すための対策が適切に講じられることができれば（詳

細は「６－１」を参照）、C/P の技術面及び運営面の能力強化が図られることにより、プロジェク

ト目標はプロジェクト終了時までに達成されるものと見込まれる。 

 

３－４ 実施プロセスにおける特記事項 

2009 年 10 月の事業開始後、約１年間は主にプロジェクトサイトの PFI 実験棟の増改築が行わ

れ、その後、試験活動が本格的に開始されたのは 2010 年 9 月からである。プロジェクト期間中の

主な出来事や活動については、付属資料 2（9）に記載のとおりである。また、これまでに作成さ

れた主な成果品のリストについては付属資料 2（8）に記載のとおりである。 
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第４章 評価結果（5 項目ごとのレビュー結果） 
 

４－１ 妥当性 

・本プロジェクトの実施の妥当性は、以下の観点から高いと判断される。 

 

(1) インドネシア国政府の国家政策との整合性 

本プロジェクトの方向性はインドネシア国政府のプライオリティと整合している。インド

ネシア国の国家政策では、「長期開発計画（RPJPN：2005～2025 年）」並びに「国家中期開発

計画（RPJMN：2010～2014 年）4」において、地方における雇用機会創出と経済成長促進を目

的とする「農業再活性化」が重点項目の 1 つとなっており、農水産物の競争力及び付加価値

強化や輸出増がめざされている。また、園芸作物の分野では、「園芸作物開発計画（2010～2014

年）」において、輸出市場の衛生植物検疫措置（Sanitary and Phytosanitary Measures：SPS）を

含む「品質の改善」が園芸作物開発の柱の１つとして掲げられている。更に植物検疫の分野

では、「検疫計画（2010～2014 年）」並びに「農業検疫プロフィール」（2008 年 11 月）におい

て、マンゴーを含む果実の検疫強化（特に農家・生産企業レベルでの検疫体制の強化）、関係

省庁（特に農業省と貿易省）間の連携強化が重要とされている。「農業検疫の再活性化プログ

ラム」においても、インフラ整備・人的資源開発・規制と検疫システム等に関する取り組み

を重視している。 

プロジェクト開始以降、園芸作物及び植物検疫に係るインドネシア国政府のこれらの戦略

や方針に大きな変更はなく、本プロジェクトは現時点においてもインドネシア国政府の政策

に合致しているといえる。 

 

(2) ターゲットグループ/裨益対象者のニーズとの整合性 

本プロジェクトの実施機関である園芸総局（DGH）や農業検疫庁（AAQ）、更に PFI は、

園芸作物の品質管理を含む関連政策の施行、動植物検疫・食品安全管理、植物保護や病害虫

予察の実施等において重要な役割を果たしている。また DGH と AAQ は、インドネシア国の

園芸作物の品質向上を図り、国際市場へのアクセスを高めていくうえで、相互に関連する機

能を担っている。これらの関連機関は職員の能力向上を必要としており、本プロジェクトの

C/P 機関としても妥当であると判断される。 

また、質問票やインタビューの結果、カウンターパート（C/P）はプロジェクトの活動を

高く評価していることが確認された。引き続き一層の技術向上を望むとの回答が多くあった

ことからも、本プロジェクトはインドネシア国の課題や裨益対象者のニーズに応えたもので

あるといえる。 

 

(3) 日本政府の ODA 政策との整合性 

わが国の対インドネシア国の国別援助計画は、「貧困削減」を含む「民主的で公正な社会

づくりのための支援」を 3 つの柱の 1 つに据えており、このなかで、農水産業の振興を通じ

                                                        
4 2010 年初めに公表された「国家中期開発計画（RPJMN：2010～2014 年）」では、「より高度な経済成長」「失業率低下と雇用

機会の拡大」「貧困率の低下」など、10 項目の戦略が挙げられている。同計画では 5 年間の平均経済成長率を 6.3～6.8％とし、

2014 年までに 7％成長を達成する目標を設定していたが、インドネシア国政府は 2010 年 4 月、2014 年の目標成長率を 7％
から 7.7％に上方修正する方針を示し、経済成長の加速に向けて経済政策を強化する考えを示している。 
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た雇用創出や農家の所得向上の観点から「農民組織の運営強化」「関連インフラの整備」「生

産性の向上」「加工・流通システムの確立」等を中心に支援する方針を掲げている。 

また、「事業展開計画（2010 年 8 月）」において、本プロジェクトは開発課題「貧困削減」

に対応する「食料安定供給プログラム」のもと、「農水産物競争力強化」に資するものと位置

づけられている5。植物検疫分野における技術協力の実施はインドネシア国の流通システム

（コネクティビティ）の確立に貢献するうえで非常に重要であると考えられる。 

更に、本プロジェクトは日インドネシア経済連携協定（JIEPA）署名（2007 年 8 月）の際、

その実施が両国で合意され、共同声明文の別添文書にも記載された協力案件であることから、

その実施の意義は高い6。 

 

(4) プロジェクトのアプローチ及びデザイン 

本プロジェクトはインドネシア国産のマンゴー生果実について、ミバエ類に対する VHT

による完全消毒基準を確立することを目指すものであるが、このアプローチはインドネシア

国がマンゴーの輸出促進のために植物防疫処理の技術力を高め、実践していくうえで、非常

に重要であると考えられる。 

プロジェクトの対象果実であるマンゴーは、インドネシア国の熱帯性果実のなかで主要な

輸出産品となっており、戦略的重要作物として位置づけられているが、現在、その国内生産

量に対する輸出量の割合はわずか 0.1％未満に留まっている。また、ミバエ類は果実内部に

卵や幼虫を寄生させる害虫であり、種によってはその被害の大きさから、多くの国で侵入が

非常に警戒されている。ミバエ類の寄生の可能性があるマンゴーの輸出は困難であることが

多く、消毒技術の確立を通じて国際市場へのアクセスを向上させる意義は大きい。このため、

プロジェクトのアプローチ及びデザインは妥当であると判断される。 

 

(5) わが国の比較優位 

わが国は、ミバエ類の消毒技術（特に VHT）に関して先進的な技術を有しており7、過去に

他国において類似の協力を実施した経験を有する8。このため、当該分野に係る支援において

はわが国の優れた技術、ノウハウや経験を活用することができ、比較優位をもっているとい

える。 

また、表に記載のとおり、わが国はインドネシア国の園芸作物/作物保護分野においても長

い協力の歴史がある。本プロジェクトの活動実施拠点である PFI（ジャカルタから東に約 80km、

西ジャワ州カラワン県のジャティサリに位置）は、かつてわが国の無償資金協力「稲病害虫
                                                        
5 農水産物の市場・流通／競争力強化の観点からの支援」に分類される。（「対インドネシア事業展開計画」2010年） 
6 JIEPAでは、日本のインドネシア国に対する経済・財政協力政策及びインドネシア国の国家中期開発計画を考慮しつつ、両

国がJIEPAの関連条文に従い、製造業、農林水産業、貿易及び投資の促進、人材養成、観光、情報通信技術、金融サービス、

政府調達、環境、エネルギー・鉱物資源、並びに両国が合意する他の分野において協力を促進することを目的としている。

農林水産業分野では本プロジェクトを含む６つの協力プロジェクト及びプログラムが対象案件として記載されている。 
7「果実に寄生するミバエの卵、幼虫を完全殺虫する技術としては、くん蒸剤によるくん蒸、蒸熱処理（VHT）、低温処理等が

知られているが、なかでもVHTは差圧式という強制循環方式の登場で、それまでの評価を一変する消毒技術となり、わが国

メーカーが世界に先駆けて開発したことから、ハード、ソフト両面とも現在世界をリードしている。」社団法人日本くん蒸技

術協会（1996）『蒸熱消毒試験技術者テキスト再改訂版』参照。 
8 JICAでは、コロンビア国「地中海ミバエ殺虫技術開発プロジェクト」やベトナム国「ミバエ類殺虫技術向上プロジェクト」

における熱帯性果実にかかるミバエ類検疫技術の協力のほか、フィリピン（マンゴー・パパイヤ）、タイ（マンゴー）、台湾

（レイシ）、中国（レイシ）等における技術協力実績がある。 
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発生予察防除計画」において建設され、技術協力「作物保護強化計画」及び同「フェーズⅡ」

が実施された拠点である。また、マンゴー（ゲドン）は、有償資金協力「園芸作物開発事業」

（1996～2002 年） を通じて西ジャワ州チレボン、インドラマユ、マジャレンカを含む各県

で導入・拡大されたものである。この背景から、わが国は本分野における継続的な協力活動

の実施に大きな優位性と責任を有していると思料される。 

 

表４－１ インドネシア園芸作物/作物保護分野のわが国の支援実績 

スキーム 案件名 

無償資金協力 ・「稲病害虫発生予察防除計画」（1986 年 2 月～1989 年 3 月） 

技術協力 ・「作物保護強化計画」（1980 年 6 月～1987 年 3 月） 

 ・「作物保護強化計画フェーズ II」（1987 年 4 月～1992 年 3 月） 

 ・「マンゴー栽培状況、病害虫、植物検疫体制等調査」（1997 年 3 月） 

 ・「農業政策・計画調整アドバイザー」（2006 年 7 月～2011 年 6 月） 

有償資金協力 ・「園芸作物開発事業」（1996 年 12 月～2002 年 12 月） 

 

なお、インドネシア国における同一分野の他ドナーの支援としては、オーストラリア国際

農業研究センター（Australian Center for International Agriculture Research：ACIAR）による協

力がある。協力内容は、①野外におけるミバエ類の研究（2005～2009 年）、②マンゴー及び

マンゴスチンの国際競争力を高めるための栽培技術・病虫害対策・収穫後処理を通じた品質

向上に関する研究プロジェクト（2009～2012 年）であるが、主に研究目的であり、特に本プ

ロジェクトとの連携・調整が必要なものではないため、現状では現場レベルで情報の交換や

共有を行うにとどまっている。ただし、ミバエ類の同定や飼育技術に関する情報交換等、必

要に応じて連携や調整を図っていくことは引き続き重要である。 

 

４－２ 有効性 

・本プロジェクトの有効性は、以下の観点から高いと判断される。 

 

(1) プロジェクト目標達成の見込み 

既に述べたとおり、本プロジェクトは実施期間の中間地点にあり、まだプロジェクト目標

の達成度を詳細に評価し得る段階にはない。ただし、活動スケジュールの遅れを取り戻すた

めの対策が適切に講じられ、C/P の技術面及び運営面の能力強化が図られることにより、プ

ロジェクト目標は、プロジェクト終了時までに達成されるものと見込まれる。（詳細は「３－

３」を参照）。 

 

(2) プロジェクト目標と各成果（アウトプット）との関係 

本プロジェクトの成果 1 及び成果 2 は、それぞれ「供試ミバエ類の累代飼育」及び「供試

ミバエ類の VHT による消毒技術」に関する C/P の能力向上をめざすものであり、これらは

プロジェクト目標（「ミバエ類に対する蒸熱処理による消毒技術の確立」）を達成するうえで、

技術的な観点から必要不可欠な条件である。また、成果 3 は成果 1 及び成果 2 の記録を蓄積

するデータシステムを構築することをめざすものである。各成果の発現からプロジェクト目標
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の達成に至るまでの論理性は現時点においても妥当なものであり、プロジェクトの 3 つの成果

はいずれもプロジェクト目標達成に大きく貢献し、有効に機能するものと判断される。 

(3) 本プロジェクトの実施による促進及び阻害要因 

本プロジェクトの効果発現に影響を与えている要因（目標達成の促進・阻害要因）として、

次のような点が挙げられる。 

 

1) 促進要因 

① 同一の短期専門家人材の派遣 

これまで日本人の短期専門家として、本プロジェクトの詳細設計調査に参画した人材、

JICA 沖縄センターで実施中の課題別研修「ミバエ類温度処理殺虫技術」コースに講師と

して関わった経験を有する人材が繰り返し派遣されてきている。インドネシア国関係者

の技術レベルやニーズをよく理解している人材が関与したことで、プロジェクト活動の

円滑な実施、効率的な技術移転が可能となり、C/P との良好な関係の構築につながって

いるものと判断される。 

また、上記の課題別研修の参加者には本プロジェクトの C/P が含まれている。彼らの

なかには「プロジェクト活動に途中から C/P として参加した」「フルタイムの C/P とし

ては配属されていない」といった課題も一部で見られているものの、研修の成果をプロ

ジェクト活動に役立てることが期待できる。 

 

② インドネシア側によるプロジェクト運営費の確保 

インドネシア国側は R/D に基づき、試験用マンゴーの購入や実験棟の水光熱費等のプ

ロジェクト運営費を確保するよう尽力してきている。インドネシア国側による予算の確

保は、これまでの本プロジェクトの進捗に対する大きな貢献要因の１つとして評価でき

る。 

 

③ さまざまな技術マニュアルの作成 

プロジェクトが新たに作成あるいは加筆修正（試験データや写真の挿入等）を行って

いるさまざまな技術マニュアル類は C/P にとって、作業の確認や技術の習得に有用であ

るばかりでなく、教材・ハンドブックとしても将来にわたって活用可能であり、プロジ

ェクトの持続性を確保するうえでも有効に機能し得る。 

 

④ 実験棟インフラの整備 

VHT による消毒技術の導入にあたっては、適切な実験環境の整備が不可欠である。本

プロジェクトでは、詳細計画策定段階においてインフラ担当の団員を派遣し、必要な実

験インフラの整備に向けた日本側・インドネシア国側の双方の役割分担やスケジュール

を明確に整理した。次の 2）で指摘のとおり、実験棟の環境については依然として課題

が存在するが、合意された計画に沿ってプロジェクト開始に際して増改築された実験棟

の施設は、その後の技術移転の効果的な実施に寄与してきたものと評価できる。 
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2) 問題点及び問題を惹起した要因（阻害要因） 

① 試験用マンゴーの質と量 

プロジェクトの も大きな課題は試験用マンゴーに関するものである。試験実施に際

しては、将来の輸出時の条件を想定し、これに応じた熟度（85％）やサイズ（L サイズ：

250～300g）のマンゴー果実を使用することが予め決定されているが、実際にはこの基準

に見合った熟度・サイズの果実がプロジェクトサイトに入荷されてきておらず、かなり

のバラつきが見られている。さらに、試験前の段階で既にミバエや他の害虫が寄生して

いる果実、外観からは判別不可能な栄養障害（果肉の変質）が内部に発生している果実

も多く見られている。このような果実の試験への利用や正確な試験データの収集は困難

であり、また、そもそも輸出用果実としての品質水準を満たしていないこと自体、将来

の輸出促進上、問題になるものと考えられる9。 

 

② 機材の設置の遅滞とトラブル発生 

実験棟施設の整備作業の完了後、プロジェクト活動の本格的な開始に際し、VHT 装置

等を含む大型供与機材を日本より購送・設置することとなったが、インドネシア国側の

通関手続準備が遅れたため、計画どおりの活動の開始に影響が生じた。また、その後も、

プロジェクトが使用している資機材に関しては「発電機が停電時に自動的に作動しない/

停電からの回復時に通電が自動的に復帰しない」「恒温水槽の温度調整機能に不具合が発

生」といったさまざまなトラブルが発生してきており、円滑なプロジェクト活動を阻害す

る一因となってきている。いくつかのトラブルは解消したとはいえ、まだ課題は残ってお

り、機材の保守維持管理が適切に行われていくよう、留意が必要な状況にある。 

 

４－３ 効率性 

・本プロジェクトの効率性は、以下の観点から中程度と判断される。 

 

(1) プロジェクトの投入とその利用効率 

本プロジェクトに対する日本側・インドネシア国側の投入のうち、インドネシア国側の人

員配置の問題を除けば、その量、質、タイミング的にもおおむね適切に行われてきていると

いえる（詳細は付属資料 1 の Annex4-8、及び付属資料 2 を参照）。 

特に短期専門家の投入に関しては、インドネシア国におけるマンゴーの収穫時期が主に 9

～12 月であるため、基本的には毎年当該時期に絞ってシャトル派遣することで、現地で必要

とされる技術を段階的かつ集中的に移転する形をとっている。一方、インドネシア国側の一

部 C/P に基礎的知識の不足が認められた際は、これを補うために短期専門家の追加派遣を行 

 

 

                                                        
9 適切な質と量の試験用マンゴーの調達について園芸総局（DGH）が責任をもつことは、本プロジェクトの詳細設計調査（2009

年 8 月）の協議議事録（M/M）にも明記されている。問題発生の原因はマンゴー生産者（生産者グループ・パッキングハウ

ス等）の選別作業の不備、しいては発注者側（C/P・県地域事務所等）の指示や説明の不足にあるものと思われる。プロジェ

クトの活動開始以降、専門家から繰り返し指摘され、インドネシア国側に改善を求めている問題であるが、具体的な対策が

実行されていない状況にある。 
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うなど、柔軟な対応を行ってきている10。 

ただし、インドネシア国側の C/P 職員の配置に関しては注意が必要である。R/D 上の当初

計画によれば、事務局（プロジェクトディレクター、同コーディネーター及びマネージャを

除く）とプロジェクトサイトのそれぞれに合わせて 17名のC/Pが配置される予定であったが、

実際に配置されているのは 11 名のみとなっている（表４－２参照）。プロジェクトサイトに

おいては、一部の C/P はフルタイムの勤務ではないなど、人員不足の問題が生じている。 

 

表４－２ カウンターパートの配置状況（当初計画及び実績） 

  
事務局 

プロジェクト

サイト 
計 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

1 園芸総局 

（DGH） 

園芸作物保護部（DHCP） 1 2 3 0 4 2 

園芸総局官房（Secretariat DGH） 1 0 - - 1 0 

2 農 業 検 疫

庁（AAQ）

植物検疫センター（CPQ） 1 0 3  1* 4  1* 

バンドン検疫所（BQS） - - 2  1* 2  1* 

3 作 物 総 局

（DGFC） 
病害虫予察センター（PFI） 1 0 5 7 6 7 

 計 4 2 13 9 17 11 

*はパートタイムの勤務。  

 

(2) 実施プロセス 

プロジェクトはおおむね活動実施計画（Plan of Operation：PO）に沿って実施されてきてい

るが、活動 2-8（熱感受性比較試験）並びに活動 2-9（小規模殺虫試験）は、予定されていた

スケジュールどおりに完了しない可能性がある。このため、これに続く重要なプロジェクト

活動の進捗に遅れが生じ、2013 年 4 月までのプロジェクトの終了が困難となる懸念がある。 

遅れの理由としては、「C/P の配置人数が不十分であるため、結果的に現在の個々の C/P へ

の作業負担が多くなっていること」「プロジェクトサイトにおいて、C/P 間の業務の調整を行

うチームリーダーが不在であり、インドネシア国側のリーダーシップが欠如していること」

「C/P にとって、（能力的に）当初に想定されていたペースでの作業の実施は困難であったこ

と（労働条件に対する不満も要因として考えられる）」など、さまざまな点があげられる。プ

ロジェクト後半に向け、これ以上の活動の遅れを起こさず、また現在の進捗の遅れを取り戻

すために、何らかの具体的な措置が必要である。 

 

 

                                                        
10「ミバエ飼育」分野に関しては、C/P のミバエ類を含む昆虫類の標本作製・同定に関する基礎的知識が事前の想定以上に不

足しており、PFI の通常業務においても標本作製作業自体がほとんど行われていないことが判明した。このため、プロジェ

クトは 2011 年 5-7 月に「ミバエ同定・標本作製」「ミバエ生態」の両分野の短期専門家を追加的投入し技術移転を行った。

「蒸熱処理消毒試験」分野に関しても、C/P の基礎的知識や技術が不足し、作業速度も非常に遅いことが確認された。短期

専門家の報告では、この 大の要因は「事前にテキストや文献を読まない」「作業の練習をしない」「内容が理解できていな

くとも、質問をせずに作業を進めようとする」といった基本的な姿勢や認識によるものと考えられている。このため専門家

は常に C/P の作業を見守り、「顕微鏡の使い方」といった非常に初歩的な事項から逐一教えていく形となった。 
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４－４ インパクト 

・本プロジェクトのインパクトの発現度合いは、以下の観点から中程度と判断される。 

 

(1) 上位目標の達成見込み 

本プロジェクトの上位目標は「他の熱帯性果実について、ミバエ類に対する VHT による

消毒技術が確立される」ことにあるが、プロジェクト目標が達成され、具体的に上位目標レ

ベルのインパクトの発現につながるまでにはまだ時間を要するため、現時点ではその達成見

込みを評価できるまでには至っていない。 

しかし C/P には、これまで本プロジェクト活動を通じて知識や技術を活用あるいは改善す

ることを通じて、消毒試験活動を更に継続していくことが期待される。 

 

(2) プロジェクト実施による波及効果 

現地におけるインタビューや質問票調査の結果、下記のとおり、さまざまな正の波及効果

（インパクト）が発生していることが確認された。負のインパクトと看做されるものは、現

在までのところ観察されていない。 

 

1) 他の熱帯性果実への VHT 技術の応用可能性 

本プロジェクトで移転されるマンゴー（ケドン）についてのミバエ類の VHT 技術は、

名称・品種までは現時点では特定できないが、ゲドン以外の他のマンゴー種やその他の熱

帯性果実（パパイヤ、ドラゴンフルーツ、ライチ、ナス、ピーマン、ニガウリ、ネットメ

ロン等）に対しても応用が可能である11。  

また、植物輸入規制にかかる法令や処理条件事項は国毎に大きく異なっているが、とり

わけわが国は生果実の輸入に対して厳しい措置を取っている。このため、本プロジェクト

の支援によって完全な消毒技術が確立されれば、他国の輸入解禁条件をクリアすることに

もつながりやすくなり、国際市場へのアクセスが現在よりも向上することで、将来的に高

いインパクトを生むことが期待される12。 

 

2) カウンターパートの時間管理能力の向上や視野/視点の広がり 

プロジェクト活動の実施を通じ、C/P は VHT 試験やミバエ類飼育に関する技術的な知識

や経験のみを習得しているばかりでなく、計画的な時間管理に基づいて試験を行っていく

能力、また個別の作業の活動全体における位置づけを理解しながら作業を行う視点をも

徐々に身につけてきているといえる。この観点からも、プロジェクトにおいて適切な組

織・命令指揮体制が確立さえすれば、実験棟の活動は一層大きなインパクトをもたらすこ

とが期待できる。 

 

                                                        
11 さらに、植物さえ蒸熱処理に耐えられれば、他の害虫にも適用可能とされている。南西諸島産のサツマイモに寄生するアリ

モドキゾウムシ、イモゾウムシ、サツマイモノメイガといった害虫にも蒸熱処理が適用されている。 
12 また、わが国の例をとってみると「蒸熱処理」は、従来から植物検疫処理に利用されている「温湯浸漬処理（加熱効率は良

いが、植物に障害発生を起こす可能性がある）」や「乾熱処理（加熱に時間を要し、水分発散を起こすため乾燥に弱い植物

に適用できない）」のそれぞれの技術的な欠点を補った方法として有効であり、同技術の確立はインドネシア国にとって大

きな財産となることが期待される。 
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４－５ 持続性 

・本プロジェクトの持続性は、現時点では次の理由から不確実であると判断される。 

 

(1) 技術面 

実験棟においてプロジェクト活動に従事している個々の C/P は、ミバエ飼育や消毒試験に

関する知識や技術を基本的な手順から習得し、徐々に能力の向上が図られている。しかしな

がら、VHT 機材の正確な操作、試験データの詳細分析やレポート作成に関する能力について

はまだ十分とはいえない。VHT 消毒技術の開発研究に際しては国際的な水準を満たすために

非常に複雑で緻密な作業管理、詳細なデータ分析や取りまとめが必要とされる一方、C/P は

もとよりそのような研究活動に不慣れであるという点がその１つの理由として挙げられる。

C/P の十分な能力向上のためには、まだかなりの時間と尽力を必要とするものと考えられ、

OJT による試験実施や専門家からの継続指導に対する C/P 自身の期待が高い。彼らの継続的

な能力の向上に向けては、専門家による更なる技術的支援や指導が不可欠であるといえる。 

 

(2) 政策・制度・組織面 

1) 政策 

園芸作物の品質改善、病害虫予防管理や検疫体制の強化はインドネシア国の優先政策の

1 つであり、当面、同国の園芸作物の輸出促進のための取り組みの一端として、本プロジ

ェクトに対するインドネシア国側の政策的支援が継続する見込みは高い。また、このよう

な国家政策や計画のもと、本プロジェクトの実施機関である DGH、AAQ 及び PFI はイン

ドネシア国の法的枠組みに基づき、また中長期観点から国際基準に沿うよう、その責任を

果たしていくことが必要とされている。 

2) 制度 

他方、本プロジェクトの運営や調整については必ずしも適切に機能しているとは言い難

く、試験用マンゴーの調達、電気系統のトラブル、マンゴー輸出にかかる情報提供、C/P

の労働条件や人員配置不足などの問題に関し、明確でタイムリーな対応措置がなされてき

ていない。こうした問題は、プロジェクト実施にかかるインドネシア国側の指揮命令系統

がシンプルなものとなっていないこと、インドネシア国側のプロジェクトリーダーが配置

されていないこと、個々の C/P 間の作業分担や業務所管が明確化されていないこと、関連

機関に対するプロジェクト情報の共有や報告が不足していること等からもたらされてい

るといえる。 

3) 組織面 

とりわけ重大なのは、インドネシア国側において現場レベルのプロジェクト活動全体に

責任をもつプロジェクトリーダーの不在である。現状では、予算計画策定と執行、他の C/P

の業務所管の決定や管理、活動計画の作成や監督、現場で日常的に起こるさまざまな問題

に関する事務局との連絡調整に関し、権限と責任を担う人材が存在していない。公式には、

プロジェクトディレクター（園芸総局長）、プロジェクトコーディネーター（園芸総局の

官房局長）、プロジェクトマネジャー（園芸作物保護部長及び農業検疫庁の植物検疫セン

ター部長）などのキープレイヤーは配置されているものの、彼らのような実施機関の幹部

人材が本プロジェクトにフルタイムで従事することは不可能であり、プロジェクトサイト
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にも駐在していない。プロジェクト活動を円滑に運び、課題に対してタイムリーに柔軟な

対応を行っていくためには、フルタイムでプロジェクトサイトに勤務できることが必須の

条件となる。 

もう１つ重大な点は、プロジェクト終了後に主体となって活動を継続する責任機関が未

だに決定されていないことである。現在、DGH、AAQ 及び作物総局（=PFI の上位組織）

の各機関が本プロジェクトに職員を C/P として配置しているが、個々の C/P はそれぞれの

所属機関に対してのみ報告責任を負っている状態であり、C/P に対し業務上の指示を与え

る権限は所属機関に残ったままである。また、プロジェクト運営予算は DGH 局及び作物

総局から配賦されている状況である。インドネシア国側の現在のプロジェクト運営体制に

おいて、各機関の責任関係が明確となっておらず、あたかも日本人専門家が実施する活動

をインドネシア国側の各機関が支援しているような構造になっている。 

このような現状から、インドネシア国側の組織体制面における持続性は不確実であると

考えられる。 

 

(3) 財政面 

財政面での持続性は現時点ではまだ不明である。インドネシア国政府はこれまでプロジェ

クト運営費にかかる予算を確保しているが、プロジェクト終了後も成功裡に活動を継続して

いくためには、特に C/P の手当、良質の試験用マンゴーの調達、ミバエ用飼料の購入、機材

の維持管理費等を含む活動予算の確保について、インドネシア国側がより一層精力的に努力

を重ねていくことが重要であり、その動向を見守る必要がある。 
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第５章 結 論 
 

本プロジェクトは活動開始以来約２年が経過している。今回、本調査団は前章で示したとおり、

現地視察やプロジェクト関係者との一連の協議を通じて収集した情報に基づき、評価５項目に基

づいた評価を行なった。 

プロジェクト活動は、当初計画と比較して一部の活動の遅れは観察されているものの、おおむ

ね良好に実施されてきていると結論づけることができる。しかしながら、今後、活動の遅れを取

り戻し、残る活動を成功裏にスケジュールどおり完了するための対策を講じない限り、プロジェ

クト活動が期間内に終わらない可能性が高い。 

C/P の能力の強化は図られつつあるといえるが、VHT を用いたミバエ類消毒技術、データ分析

とレポートのとりまとめについては更なる知識や技能の向上が必要である。 

現時点では、まだ本プロジェクトのインパクトや持続性を判断することは時期尚早であるが、

プロジェクト目標達成に向かって一歩一歩、着実に前進してきているといえる。他方、プロジェ

クト終了後も活動が継続され、強化されていくためには、特に組織体制面においてインドネシア

国側の大きな努力が必要である点、留意すべきである。 

残るプロジェクト期間においては、引き続き、以下に述べる本調査団からの提言を踏まえたう

えで、活動に取り組んでいくことが求められる。 
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第６章 提言及び教訓 
 

６－１ 提言 

６－１－１ プロジェクトへの提言 

(1) ミバエ用飼料の探索 

プロジェクトは現在、ミバエ飼育のための飼料として蛋白加水分解物（AY-65）を日本

から輸入し、使用してきている。これは AY-65 の栄養成分と取扱いの容易さを考慮しての

ものであるが、購入や輸入にかかる手続面の複雑さやコストを考慮すれば、プロジェクト

終了後のインドネシア国政府独自による調達の継続は困難となる可能性が大きい。したが

って、プロジェクトには、プロジェクト終了時までに AY-65 に代替可能な適切なミバエ用

飼料を探し、決定することが求められる。 

 

(2) 業務従事証明書（Certificate of Engagement）の発行 

本プロジェクトを通じて培われる C/P の能力は、インドネシア国全体のミバエ飼育・VHT

分野のキャパシティの強化に 大限活用されるべきである。このため、プロジェクトは同

分野における C/P の業務経験がインドネシア国内において認知され、活動の継続が促進さ

れるよう、プロジェクト活動に従事した C/P に業務従事証明書を発行することが期待され

る。13  

 

６－１－２ インドネシア側への提言 

(1) プロジェクトへの C/P の配置 

プロジェクト活動の円滑な実施やプロジェクト終了後の試験活動の持続性を担保する

ためには、DGH や AAQ が C/P 不足の問題に対応することが も重要であり、少なくとも

R/D 上で規定された人員（DGH より 5 名、AAQ より 6 名）がフルタイムの C/P として速

やかに配置される必要がある。また、これまで合計 12 名のインドネシア国政府職員が日

本あるいはオーストラリアにおける研修やワークショップに参加していることから、C/P

の補充に際してはこれらの研修経験者を候補者として優先的に考慮するべきである。 

さらに、DGH には、上記（「４－５」を参照）で指摘した課題を踏まえ、プロジェクト

サイトに常駐し、現場の活動運営や調整にすべての権限と責任を負うフルタイムのプロジ

ェクトリーダーを 2012 年 3 月までに配置することが強く求められる。これらの人員配置

を実現するためには、予算の確保が必要である。また、リーダーに権限を付与するうえで

農業省（Ministry of Agriculture：MOA）の内規や規則の改正が必要とされる場合は、園芸

総局が必要な措置をタイムリーに行うべきである。 

 

(2) 持続的な活動運営に向けた組織体制の確立 

第４章（「４－５」を参照）で指摘したように、プロジェクト終了後も自律的かつ持続

的に試験活動を計画・実施していく組織体制をインドネシア国側が決定することが不可欠

である。これが実現されなければ、プロジェクト終了後、農業省が他品種のマンゴーや他

                                                        
13 合同評価調査団内の協議においては、C/P のモチベーション向上の観点からも、同証明書の交付が重要であることがインド

ネシア国側の団員より強く主張された。 
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の熱帯性果実の消毒基準を確立していくことは困難となる。したがって、DGH は AAQ、

PFI 及び他の機関と協議のうえ、適切に機能し得る組織体制を 2012 年 3 月までに設定すべ

きである。状況に応じ、新体制の設立のために必要とされる内規や規則の改正も求められ

る。 

 

(3) 適切な試験用マンゴーの調達 

効率的に試験を実施し、正確なデータを収集していくためには、輸出水準に見合う品質

のマンゴー果実を十分な量、持続的に入手することが重要である。ミバエ類が寄生してお

らず、栄養障害の発生していない一定のサイズと熟度のマンゴーの使用が必要不可欠であ

るが、既述（「６－１－２」を参照）のとおり本プロジェクトにおいては実現されていな

い。インドネシア国側は十分な質と量のマンゴーを確保するための調達体制を 2012 年 3

月までに確立すべきである。 

 

(4) プロジェクトへの情報提供 

VHT 試験は、ミバエ類の完全殺虫を通じて輸入解禁を実現すると同時に、マンゴー果実

については輸入国側の消費者に受け入れられる品質を実現することをめざして行われて

いるものである。この観点から、果実の熟度、保管環境（温湿度等）や輸送期間等につい

ては、将来的のマンゴー輸出時のものと同様の条件を想定したうえで、試験を実施するこ

とが望ましい。これらの条件についてはインドネシア国側からプロジェクトに対する情報

提供が必要であるが、現在まで実現していない。インドネシア国側は必要情報の提供を

2012 年 3 月までに実施すべきである。 

 

(5) 実験棟の環境改善 

既述のとおり（「４－２」参照）、現在まで、実験棟では電気系統に関するトラブルが繰

り返され、プロジェクト活動がその都度中断するなど、円滑な事業の実施が阻害されてき

ている。精密な実験用資機材を利用する本事業の実施において電気の問題は重要である。

現在発生している電気系統の不具合箇所を速やかに修復することは不可欠であるが、それ

だけにとどまるのではなく、実験棟の電気システムの見直しや確認、保守管理・修理担当

者の補強等、組織としての対応能力を強化することが必要である。インドネシア国側は

2012 年 1 月までに実験棟の環境改善に向けたアクションプランを立案したうえ、これに基

づいた対策を実行していくべきである。 

 

６－１－３ 日本側及びインドネシア国側への提言 

(1) 短期専門家の追加派遣 

現在、一部のプロジェクト活動に遅れが発生しており、2013 年 4 月までのプロジェクト

完了が困難となるリスクがある。これ以上の活動の遅れを防止し、また現在の遅れを取り

戻すためには、既述のとおり、C/P を当初計画に従って増員すること、現場レベルにチー

ムリーダーを任命すること、等の対策をとることが必要不可欠であるが、これに加え、特

に VHT 試験分野において日本人専門家による追加的支援を得ることが必要と考えられる。

短期専門家の追加的派遣のため、インドネシア国側・日本側には速やかに必要な手続きを
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進めることが求められる。 

 

６－２ 教訓 

(1) 責任・権限関係が明確化された組織体制の設立 

本プロジェクトの活動には、インドネシア国側のさまざまな機関が、各組織や各職員の責

任や権限を明確に定義しないまま関与してきている。これまで、このような環境は円滑なプ

ロジェクト活動の実施にネガティブな影響を与えており、長期にわたる問題への対応の遅れ、

タイムリーな意思決定の遅れといった問題につながってきている。規定上、指揮命令系統や

責任部局が明確に定義されなければ、プロジェクト終了後の活動の持続性を担保することが

困難ともなりうる。 

したがって、異なる行政機関を連携させる形でプロジェクトを実施する場合、まずは C/P

機関側において責任や権限が明確化された体制を確立することが重要であるといえる。 

 

６－３ その他の留意事項 

(1) 本プロジェクトの対象ミバエの種類について 

本プロジェクトの開始後、詳細設計調査時の合意に基づいてインドネシア国側から日本側

に正式にミバエリストが提出され、これを受けて農水省横浜植物防疫所において病害虫危険

度解析（PRA：Pest Risk Analysis）が実施された。 

この結果、日本政府は 2010 年 6 月にインドネシア国産マンゴーに寄生する有害ミバエ類

として表６－１に示すとおりの６種を特定し、インドネシア国政府に通知している。本プロ

ジェクトはこのうちの３種（①B. cucurbitae、②B. carambolae、③B. papayae）のみを対象種

とし、 終的に試験結果データをとりまとめる方針をとってきている。今回の中間レビュー

期間中の協議を通じ、改めてインドネシア国側との間でこの方針が確認された14。 

 

表６－１ 検疫対象となるマンゴー寄生ミバエ類 

 群 種 備考 

① ウリミバエ B. cucurbitae  本プロジェクトの対象種として選定。 

② ミカンコバエ B. carambolae 本プロジェクトの対象種として選定。 

③ ミカンコバエ B. papayae 本プロジェクトの対象種として選定。 

④ ミカンコバエ B. occipitalis 本プロジェクトの対象外。※カリマンタン島のみに生

息するとの情報がある。 

⑤ ミカンコバエ B. philippinensis 本プロジェクトの対象外。※インドネシア国側は上記

③「B. papayae」のシノニム（同一種）であると主張。 

⑥ ミカンコバエ B. dorsalis 本プロジェクトの対象外。※インドネシア国側は国内

には生息していないと主張。 

 

                                                        
14 インドネシア国が仮に将来的に日本政府に対しマンゴーの条件付き輸入解禁申請を行う場合は、本プロジェクトの対象外の

3種のミバエ（④B.occipitalis、⑤B. Philippinensis、⑥B. dorsalis）に関してもVHTによる殺虫試験データの提出が求められる

ことになる。ただしこれらの3種の検疫上の取扱いに関してはインドネシア国側から異論も示されており（表６－１ 参照）、
今後の対応について両国政府間で協議が行われている。 
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M
r. 

S
oe

ki
rn

o 
H

22
.5

.3
-5

.6
 

D
ir

ec
to

r 
of

 D
ir

ec
to

ra
te

 o
f 

H
or

tic
ul

tu
re

 C
ro

p 
P

ro
te

ct
io

n 
(D

H
C

P
) 

D
ir

ec
to

ra
te

 G
en

er
al

 o
f 

H
or

tic
ul

tu
re

, M
O

A
 

14
 

M
s.

 C
ah

ya
ni

at
i 

H
22

.5
.3

-5
.6

 
H

ea
d 

of
 F

ru
it 

P
ro

te
ct

io
n,

 D
H

C
P

 
D

ir
ec

to
ra

te
 G

en
er

al
 o

f 
H

or
tic

ul
tu

re
, M

O
A

 

15
 

M
s.

 A
ni

k 
K

us
ta

ry
at

i 
H

22
.5

.3
-5

.6
 

C
hi

ef
 o

f 
P

es
t F

ru
it 

C
on

tr
ol

 S
ec

tio
n 

of
 F

ru
it

 
P

ro
te

ct
io

n,
 D

H
C

P
 

D
ir

ec
to

ra
te

 G
en

er
al

 o
f 

H
or

tic
ul

tu
re

, M
O

A
 

16
 

M
s.

 S
us

ia
m

i 
H

22
.5

.3
-5

.6
 

H
ea

d 
of

 T
re

e 
Fr

ui
t, 

D
ir

ec
to

ra
te

 o
f 

Fr
ui

t 
P

ro
du

ct
io

n 
D

ir
ec

to
ra

te
 G

en
er

al
 o

f 
H

or
tic

ul
tu

re
, M

O
A

 

17
 

M
r. 

S
uw

an
da

 
H

22
.5

.3
-5

.6
 

D
ir

ec
to

r 
C

en
te

r 
fo

r 
P

la
nt

 Q
ua

ra
nt

in
e,

 
M

O
A

 

18
 

M
s.

 E
rl

in
a 

S
uy

an
ti 

H
22

.5
.3

-5
.6

 
H

ea
d 

of
 P

la
nt

at
io

n 
an

d 
A

ni
m

al
 H

us
ba

nd
ry

 
S

ec
tio

n 
D

ir
ec

to
ra

te
 o

f 
In

te
rn

at
io

na
l 

M
ar

ke
tin

g,
 M

O
A

 
19

 
M

r. 
H

ar
so

no
 L

an
ya

 
H

22
.5

.3
-5

.6
 

H
ea

d 
of

 P
FI

 
P

es
t F

or
ec

as
tin

g 
In

st
itu

te
 (

P
FI

) 
20

 
M

r. 
W

ay
an

 M
ur

di
ta

 
H

22
.5

.3
-5

.6
 

Te
ch

ni
ca

l S
ta

ff
 

P
es

t F
or

ec
as

tin
g 

In
st

itu
te

 (
P

FI
) 

21
 

M
r. 

A
ch

m
ad

 I
m

ro
ni

 
H

22
.5

.3
-5

.6
 

Te
ch

ni
ca

l S
ta

ff
 

P
es

t F
or

ec
as

tin
g 

In
st

itu
te

 (
P

FI
) 

22
 

M
r. 

S
uw

ar
m

an
 

H
22

.5
.3

-5
.6

 
Te

ch
ni

ca
l S

ta
ff

 
P

es
t F

or
ec

as
tin

g 
In

st
itu

te
 (

P
FI

) 
23

 
M

r. 
R

ul
ly

 H
ar

di
an

sa
h 

H
ar

ri
s 

H
22

.5
.3

-5
.6

 
M

em
be

r 
of

 A
ss

oc
ia

tio
n 

A
ss

oc
ia

tio
n 

of
 H

or
tic

ul
tu

re
 

24
 

M
s.

 P
en

y 
Fr

an
si

sk
a 

H
22

.5
.3

-5
.6

 
M

em
be

r 
of

 A
ss

oc
ia

tio
n 

A
ss

oc
ia

tio
n 

of
 H

or
tic

ul
tu

re
 

25
 

M
r. 

P
ur

no
m

o 
N

ug
ro

ho
 

H
22

.5
.3

-5
.6

 
H

ea
d 

of
 B

ud
ge

tin
g 

su
bd

iv
is

io
n 

S
ec

re
ta

ri
at

 f
or

 D
ir

ec
to

ra
te

 
G

en
er

al
 o

f 
H

or
tic

ul
tu

re
, M

O
A
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（
４

）
機
材
供

与
実

績
 

 
１

）
供
与
機

材
の

（
現
況
）

一
覧
表
 

N
o.

 
機

材
名

 
型

式
 

製
造
元

 
数
量

 
現

地
／
本

邦
調
達

 
現

在
の
稼

動
状

況
･
使
用

状
況

 

1 
車
両

 
K

ija
ng

 I
no

va
 

T
O

Y
O

TA
 

1 
現

地
 

良
好

 
2 

イ
ン

キ
ュ

ベ
ー
タ
ー

 
M

IR
-2

54
 

SA
N

Y
O

 
2 

現
地

 
良
好

 
3 

差
圧

式
蒸

熱
処
理
装

置
 

E
H

K
-1

00
0D

 
三
州
産
業

 
2 

本
邦

 
良
好

 
4 

軟
水
器

 
K

S
-M

A
-1

2J
 

栗
田
工
業

 
2 

本
邦

 
 

5 
バ
イ

オ
ト

ロ
ン
（
ミ

バ
エ
飼
育

用
）

 
S

T
H

-1
9P

 
 

2  
本

邦
 

良
好

 
6 

軟
水
器

 
K

S
-M

A
-6

J 
栗
田
工
業

 
1 

本
邦

 
 

7 
バ
イ

オ
ト

ロ
ン
（
処

理
果
実
用

）
 

S
T

H
-1

9P
S 

 
1 

本
邦

 
良
好

 
8 

プ
レ

ハ
ブ

式
恒
温
室

（
果
実
保

管
用
）

 
S

T
H

-0
15

 
 

1  
本

邦
 

良
好

 
9 

電
圧

安
定

器
（

60
K

V
A
）

 
S

TA
C

-5
0S

C
S 

 
1 

本
邦

 
良
好

 
10

 
電
圧

安
定

器
（

12
0K

V
A
）

 
S

TA
C

-1
00

SC
N

-S
 

 
1 

本
邦

 
良
好

 
11

 
変
圧
器

 
D

T
R

-1
50

 
 

1  
本

邦
 

良
好

 
12

 
温
度

セ
ン

サ
ー
（
果

実
内
部
検

温
用
）

 
K

G
-1

4 
 

14
 

本
邦

 
良
好

 
13

 
温
度

セ
ン

サ
ー
（
処

理
室
内
温

湿
度
用
）

 K
G

-1
4R

 
 

2 
本

邦
 

良
好

 
14

 
温
度

セ
ン

サ
ー
（
加

湿
装
置
水

槽
用
）

 
K

G
-1

4W
 

 
1 

本
邦

 
良
好

 
15

 
純
水

器
用

カ
ー
ト
リ

ッ
ジ

 
M

B
-2

 
 

2 
本

邦
 

予
備

 
16

 
ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド
記
録

計
 

L
E

51
22

-1
1S

 
 

1 
本

邦
 

良
好

 
17

 
予
備
加
湿

器
 

 
 

1  
本

邦
 

予
備

 
18

 
湿
度

温
度

調
整
機

 
 

 
1 

本
邦

 
予
備

 
19

 
水
槽

用
フ

ロ
ー
ト
ス

イ
ッ
チ

 
O

LV
-1

 
 

1 
本

邦
 

予
備

 
20

 
ミ
バ

エ
成

虫
飼
育
ケ

ー
ジ

 
 

イ
ン

フ
ィ

ニ
ッ
ト

 
70

 
本

邦
 

良
好

 
21

 
ミ
バ

エ
蛹

化
ケ
ー
ジ

 
 

イ
ン

フ
ィ

ニ
ッ
ト

 
20

 
本

邦
 

良
好

 
22

 
恒
温
水
槽

 
T

B
N

60
2D

A
 

ア
ド

バ
ン

テ
ッ
ク
東

洋
 

2 
本

邦
 

良
好

 
23

 
自
記

温
湿

度
計

 
T

H
-2

7R
-M

N
7 

い
す

ゞ
製

作
所

 
4  

本
邦

 
良
好

 
24

 
糖
度
計

 
PA

L
-1

 
ア
タ
ゴ

 
1 

本
邦

 
良
好

 
25

 
フ
ル

ー
ツ

テ
ス
タ
ー

 
FT

-1
プ
ラ
ス

 
東
京

硝
子

器
械

 
1 

本
邦

 
 

26
 
果
実

硬
度

計
（
硬
果

用
）

 
K

M
-5

 
藤
原
製
作

所
 

1 
本

邦
 

良
好

 
27

 
果
実

硬
度

計
（
軟
果

用
）

 
K

M
-1

 
藤
原
製
作

所
 

1 
本

邦
 

良
好

 
28

 
測
色
計

 
C

R
-1

3 
コ
ニ

カ
ミ

ノ
ル
タ
セ

ン
シ
ン
グ

 
2 

本
邦

 
良
好
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29
 
デ
ジ

タ
ル

ノ
ギ
ス

 
E

-L
S

M
20

B
 

中
村
製
作

所
 

4 
本

邦
 

良
好

 
30

 
標
準
温
度

計
 

3-
31

0-
54

1 
ケ
ニ
ス

 
2  

本
邦

 
良
好

 
31

 
変
圧
器

 
S

V
C

-1
50

0N
D

-2
 

松
永
製
作

所
 

3 
本

邦
 

良
好

 
32

 
冷
凍
庫

 
SC

R
-1

49
7 

SA
N

Y
O

 
2 

現
地

 
良
好

 
33

 
実
体
顕
微

鏡
 

S
M

Z
64

5 
N

IK
O

N
 

2 
現

地
 

良
好

 
34

 
顕
微

鏡
用

照
明
装
置

 
K

T
X

-2
0L

K
T

 
K

en
is

 
6 

現
地

 
良
好

 
35

 
電
子
天
秤

 
U

X
-6

20
0H

 
S

H
IM

A
D

Z
U

 
3 

現
地

 
良
好

 
36

 
防
湿
庫

 
E

D
-2

68
 

T
O

Y
O

 L
IV

IN
G

 
2  

現
地

 
良
好

 
37

 
実
験
台

 
 

W
H

O
L

E
S

O
M

E
 

1 
現

地
 

良
好

 
38

 
実
体
顕
微

鏡
 

S
Z

61
T

R
C

 
オ
リ
ン
パ

ス
 

2 
現

地
 

良
好

 

 （
５

）
携
行
機

材
実

績
 

N
o
. 

機
材
名
 

型
式
 

製
造
元
 

数
量
 

現
地
／
本
邦
調
達
 

現
在

の
稼

動
状

況
･
使
用

状
況
 

1 
コ
ピ
ー
機

 
TA

-2
21

 
K

yo
ce

ra
 

1
 

現
地
 

良
好
 

2 
3
眼
実
体
顕
微
鏡

 
S

Z
61

T
R

C
 

オ
リ
ン
パ

ス
 

1
 

現
地
 

良
好
 

3 
顕
微

鏡
用

カ
メ
ラ

 
D

P
-2

1 
オ
リ
ン
パ

ス
 

1
 

現
地
 

良
好
 

4 
標
本

箱
（

大
）
マ
ッ

ト
な
し

 
 

 
5
 

現
地
 

良
好
 

5 
標
本

箱
（

大
）
マ
ッ

ト
付
き

 
 

 
5
 

現
地
 

良
好
 

6 
標
本
箱

(中
)マ

ッ
ト
付

き
 

 
 

1
0
 

現
地
 

良
好
 

7 
恒
温
水
槽

 
T-

10
5-

L
M

 
ト
ー
マ
ス

 
1
 

本
邦
 

良
好
 

8 
標
準

温
度

計
（

JC
SS

検
査
証
付

き
）

 
U

N
28

09
 

 
2
 

本
邦
 

良
好
 

  （
６

）
日
本
側

ロ
ー

カ
ル
コ
ス

ト
負
担

実
績

（
在
外
事

業
強
化

費
実

績
）

 

平
成

21
年
度
：

 
R

p.
 4

7,
34

0,
00

0 
 

平
成

22
年
度
：

 
R

p.
 4

88
,0

00
,0

00
 

（
ベ
ト
ナ
ム
の
技
術
交
換
旅
行
経
費
を

含
む
）

 
平

成
23

年
度
：

 
R

p.
 3

00
,0

00
,0

00
 

（
オ

ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
ワ

ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
参
加
費

を
含
む
）

 
合

計
 

R
p.

 8
35

,3
40

,0
00

  
（

約
83

5
万
円

相
当

) 
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（
７

）
イ
ン
ド

ネ
シ

ア
側
投
入

予
算
実

績
 

(D
IR

E
C

T
O

R
A

T
E

 G
E

N
E

R
A

L
 O

F 
H

O
R

T
IC

U
LT

U
R

E
) 

N
o.

 
E

xp
en

se
 I

te
m

 
Y

ea
r 

20
09

 
(I

D
R

) 
Y

ea
r 

20
10

 
(I

D
R

) 
Y

ea
r 

20
11

 
(I

D
R

) 
Y

ea
r 

20
12

 
(I

D
R

) 
A

 
1  B

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
C

 
1   2  3  

P
er

so
ne

l e
xp

en
se

 f
or

 t
h

e 
p

ro
je

ct
 

P
er

so
ne

l e
xp

en
se

 f
or

 th
e 

pr
oj

ec
 

 B
u

ild
in

g 
F

ac
ili

ti
es

 
E

le
ct

ri
ci

ty
 e

xp
en

se
 f

or
 th

e 
pr

oj
ec

t 
W

at
er

 m
ai

nt
ai

na
nc

e 
C

om
un

ic
at

io
n 

ch
ar

ge
 

B
ui

ld
in

g 
m

ai
nt

en
an

ce
 

E
le

ct
ri

ci
ty

 s
up

pl
y 

w
or

k 
Fu

el
 c

os
t f

or
 th

e 
ge

ne
ra

to
r 

an
d 

m
ai

nt
en

an
ce

 
R

en
ov

at
io

n 
of

 e
x-

ra
t h

ou
se

 to
 “

la
bo

ra
to

ry
” 

 A
ct

iv
it

ie
s 

P
ro

cu
rm

en
t 

co
st

 
fo

r 
m

an
go

 
fr

ui
t 

sa
m

pl
e 

in
cl

ud
in

g 
tr

an
sp

or
t c

os
t 

 A
rt

if
ic

ia
l f

oo
d 

fo
r 

re
ar

in
g 

fr
ui

t f
lie

s 
 O

th
er

; 
- 

T
ra

ve
l c

os
t 

- 
A

cc
om

od
at

io
n 

an
d 

m
ea

l 
- 

C
oo

rd
in

at
io

n 
m

ee
tin

g,
 J

C
C

 
- 

S
up

po
rt

in
g 

L
ab

 V
H

T
 (

E
qu

ip
m

en
t)

 
- 

O
th

er
 m

at
er

ia
l 

 
46

8,
00

0,
00

0 
          

11
8,

50
0,

00
0 

 

 
46

8,
00

0,
00

0  
65

8,
00

0,
00

0 
13

2,
00

0,
00

0 
6,

00
0,

00
0 

60
,0

00
,0

00
 

50
,0

00
,0

00
 

20
0,

00
0,

00
0 

60
,0

00
,0

00
 

15
0,

00
0,

00
0  

38
4,

40
0,

00
0 

21
,5

00
,0

00
   

5,
00

0,
00

0  
35

7,
90

0,
00

0 

 
46

8,
00

0,
00

0  
44

9,
87

0,
00

0 
15

6,
00

0,
00

0 
9,

00
0,

00
0 

36
,0

00
,0

00
 

10
0,

07
0,

00
0 

98
,8

00
,0

00
 

50
,0

00
,0

00
 0  

21
8,

21
0,

00
0 

30
,0

00
,0

00
   

5,
00

0,
00

0  
18

3,
21

0,
00

0 

 
 

46
8,

00
0,

00
0  

32
5,

15
0,

00
0 

13
2,

00
0,

00
0 

6,
00

0,
00

0 
60

,0
00

,0
00

 
5,

00
0,

00
0  

25
,0

00
,0

00
   

23
9,

70
0,

00
0 

30
,0

00
,0

00
   

5,
00

0,
00

0   

 
T

ot
al

 (
ID

R
) A

+
B

+
C

 
58

6,
50

0,
00

0 
1,

51
0,

40
0 

1,
13

6,
08

0,
00

0 
1,

03
2,

85
0,

00
0 

 
G

ra
n

d
 t

ot
al

 
2,

75
6,

94
0,

40
0 

 
 

 

      

－　－87



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
８

）
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
期
間
中

に
作
成

さ
れ

た
成
果
品

 
①

 
プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
紹
介

リ
ー
フ

レ
ッ

ト
（

英
語

：
50

0
部
 

 
イ
ン
ド

ネ
シ

ア
語
：

50
0
部
）

 
②

 
T

E
X

T
B

O
O

K
 F

O
R

 V
A

P
O

R
 H

E
A

T
 D

IS
IN

FE
S

TA
T

IO
N

 T
E

S
T

 T
E

C
H

N
IC

IA
N

S 
へ

の
イ
ン

ド
ネ

シ
ア

語
併

記
 

  
  

  
  
③
 

技
術

マ
ニ
ュ
ア

ル
（
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で

作
成
さ

れ
た

マ
ニ
ュ
ア

ル
の
リ
ス

ト
は
下

記
の

と
お
り
）

 

 

技
術

マ
ニ

ュ
ア

ル
リ

ス
ト

（
T

ec
hn

ic
al

 M
an

ua
l L

is
t）

 

カ
テ

ゴ
リ

ー
 

 
 

進
捗

 
マ

ニ
ュ

ア
ル

（
日

本
語

/英
語

）
 

 
 

1 
C

 
セ

ン
サ

ー
感

温
部

チ
ェ

ッ
ク

テ
ス

ト
 

2 
C

 
セ

ン
サ

ー
校

正
 

蒸
熱

処
理

装
置

関
係

 
3 

C
 

相
対

湿
度

値
検

証
・

温
度

分
布

検
証

 
 

 
4 

C
 

果
実

内
温

度
測

定
法

 
 

 
5 

C
 

庫
内

温
度

分
布

調
査

 

 
 

6 
C

 
湿

度
の

よ
る

果
実

内
温

度
上

昇
の

差
異

 

 
 

1  
M

 
産

卵
部

位
と

幼
虫

生
育

部
位

の
調

査
 

2 
M

 
人

工
接

種
法

に
よ

る
寄

生
果

の
作

製
方

法
検

討
 

3 
M

 
卵

期
間

の
調

査
 

寄
生

果
実

の
作

製
 

4 
C

 
幼

虫
発

育
試

験
（

果
実

）
 

 
 

5 
C

 
幼

虫
発

育
試

験
（

人
工

飼
料

）
 

 
 

1 
M

 
温

湯
浸

漬
試

験
 

殺
虫

試
験

 
2 

M
 

感
受

性
比

較
試

験
 

 
 

3 
P

 
小

規
模

殺
虫

試
験

 

 
 

4 
P

 
大

規
模

殺
虫

試
験

 

 
 

1 
M

 
ミ

バ
エ

飼
育

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

ミ
バ

エ
飼

育
 

2 
M

 
ミ

バ
エ

飼
育

記
録

シ
ー

ト
 

 
 

3 
M

 
飼

育
虫

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
 

 
 

4 
M

 
飼

育
虫

識
別

資
料

 

 
 

5 
P

 
標

本
作

製
マ

ニ
ュ

ア
ル

 

 
 

1 
P

 
カ

ラ
ー

リ
ー

ダ
ー

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

実
験

機
器

 
2 

P
 

軟
水

器
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
 

 
3 

P
 

糖
度

計
マ

ニ
ュ

ア
ル

 

 
 

4 
P

 
硬

度
計

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

進
捗

状
況

 
C

 ：
 完

成
済

み
 

M
：

 現
在

、
加

筆
修

正
中

 
P

 ：
 現

在
、

計
画

な
い

し
作

成
段

階
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(
９
)
 
実
施
プ
ロ
セ
ス
 

 2
0
0
9
年

1
月
 

第
1
次
詳

細
計
画
策

定
調

査
団
派

遣
 

2
0
0
9
年

5
月
 

施
設
・
イ

ン
フ
ラ
整

備
調

査
団
派

遣
 

2
0
0
9
年

7
月
 

第
2
次
詳

細
計
画
策

定
調

査
団
派

遣
 

2
0
0
9
年

1
0
月
 

R
/
D
署
名
 

2
0
0
9
年

1
2
月
 

第
1
次
運

営
指
導
調

査
（

工
事
契

約
管
理
）

実
施
 

2
0
1
0
年

1
月
 

第
2
次
運

営
指
導
調

査
（

工
事
契

約
管
理
）

実
施
 

2
0
1
0
年

2
月
 

長
期
専
門

家
（
業
務

調
整

/デ
ー

タ
管
理

）
派

遣
 

2
0
1
0
年

3
月
 

第
3
次
運

営
指
導
調

査
（

工
事
契

約
管
理
）

実
施
 

2
0
1
0
年

5
月
 

ベ
ト
ナ
ム

「
ミ
バ
エ

類
殺

虫
技
術

向
計
画
」

視
察
 

2
0
1
0
年

5
月
 

第
4
次
運

営
指
導
調

査
（

工
事
契

約
管
理
）

実
施
 

2
0
1
0
年

7
月
 

第
5
次
運

営
指
導
調

査
（

工
事
契

約
管
理
）

実
施
 

2
0
1
0
年

8
月
 
 

実
験
棟
完
成
 

2
0
1
0
年

9
月
 

短
期

専
門
家

3
名
派

遣
（

12
月
下

旬
ま

で
）
 

2
0
1
0
年

9
月
 

機
材
据
付

関
連
専
門
家

3
名
派
遣
 

2
0
1
0
年

1
1
月
 

第
1
回

J
C
C
開
催
（
於
：
園
芸
総
局
）
 

2
0
1
0
年

1
2
月
 

実
験
棟
開
所
式
 

2
0
1
1
年

3
月
 

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
運
営

会
議

（
於
：

園
芸
総
局

）
 

2
0
1
1
年

5
月
 

短
期

専
門
家

2
名
派

遣
（

2
カ

月
間
）
 

2
0
1
1
年

8
月
 

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
運
営

会
議

（
於
：

病
害
虫
予

察
セ

ン
タ
ー
）

 

2
0
1
1
年

9
月
 
 

短
期
専
門
家

3
名
派
遣
（
12

月
下
旬
ま
で
）
 

2
0
1
1
年

9
月
 

機
材
管
理

専
門
家
派

遣
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（
10

）
　

P
D

M
に

設
定

さ
れ

た
指

標
の

達
成

状
況

項
目

指
　

標
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
前

の
状

況
レ

ビ
ュ

ー
時

の
達

成
状

況

1-
1

C
/P
が
採
卵
器
に
よ
り
効
率
的
に
ミ
バ
エ
類
の
卵
を
採
取

で
き

る
。

飼
育
成
虫
数
の
不
足
、
採
卵
器
の
不
足
等
に
よ
り
効
率
的
な
採
卵

は
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
ウ
リ
ミ
バ
エ
の
採
卵
器
に
よ
る
採
卵
は

困
難

で
あ

っ
た

。

バ
イ
オ
ト
ロ
ン
の
導
入
、
採
卵
器
の
改
良
に
よ
り
、
飼
育
３
種
ミ
バ
エ
と
も
、
計

画
ど
お
り
の
採
卵
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

1-
2

C
/P
が
実
験
計
画
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
バ
エ
類
の

幼
虫
を
人
工
飼
育
で
き
る
。

人
工
飼
料
で
の
飼
育
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
人
工
飼
料
の
材
料
が

取
り
扱
い
に
く
く
、
手
間
取
っ
て
い
た
。

バ
イ
オ
ト
ロ
ン
の
導
入
、
人
工
飼
料
の
材
料
を
変
え
る
こ
と
、
飼
育
容
器
の
統
一

に
よ
り
効
率
的
に
飼
育
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

1-
3

C
/P
が
実
験
室
で
供
試
ミ
バ
エ
類
を
成
虫
６
千
頭
規
模
で

累
代
飼
育
で
き
る
。

飼
育
環
境
の
不
備
、
飼
育
ケ
ー
ジ
の
不
統
一
、
成
虫
餌
の
栄
養
不

足
等
に
よ
り
、

6,
00

0頭
規
模
の
飼
育
は
困
難
で
あ
っ
た
。

バ
イ
オ
ト
ロ
ン
の
導
入
、
使
い
や
す
い
飼
育
ケ
ー
ジ
の
統
一
、
飼
育
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
作
製
、
成
虫
餌
の
改
良
、
給
餌
・
給
水
方
法
の
改
善
に
よ
り
、
成
虫

6,
00

0頭
以

上
の

飼
育

が
可

能
と

な
っ

た
。

2-
1

C
/P
が
適
切
に
蒸
熱
処
理
（

V
H

T
）

機
を

操
作

で
き

る
。

V
H

T
機
は
未
設
置
。
日
本
で
の
研
修
の
み
。

・
V

H
T
機
を
導
入
、
設
置
し
、
現
在
も

C
/P
に

操
作

、
調

整
方

法
を

は
じ

め
、

　
機
材
の
保
守
、
維
持
管
理
に
つ
い
て
研
修
が
あ
る
。

・
た
だ
し
、
付
随
す
る
点
検
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
指
導
が
必
要
。

2-
2

C
/P
が
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の
な
か
で
、

耐
性
ス

テ
ー

ジ
を

決
定

で
き

る
。

V
H

T
機
は
未
設
置
、
ウ
オ
ー
タ
ー
バ
ス
未
設
置
。
日
本
で
の
研
修

の
み
。

・
現
在
、
温
湯
浸
漬
試
験
に
よ
る
熱
感
受
性
比
較
試
験
を
実
施
中
(
活
動

2-
4)

。

・
そ

の
結

果
を

踏
ま

え
て

、
V

H
T
に
よ
る
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の
な
か
で

　
耐
性
ス
テ
ー
ジ
を
決
定
す
る
作
業
へ
と
展
開
予
定
(
活
動

2-
8)
。

2-
3

C
/P
が
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の
な
か
で
、

耐
性
ス

テ
ー
ジ
に
お
け
る
完
全
消
毒
条
件
を
決
定
で
き
る
。

V
H

T
機
は
未
設
置
。
日
本
で
の
研
修
の
み
。

未
実
施
。
活
動

2-
9の

「
小
規
模
の
殺
虫
試
験
」
の
実
施
を
通
し
て
、

C
/P
の
能
力

向
上

を
図

る
予

定
。

2-
4

C
/P
が

適
切

な
V

H
T
方

法
に

よ
り

果
実

の
熱

障
害

を
回

避
で

き
る

。
V

H
T
機
は
未
設
置
。
日
本
で
の
研
修
の
み
。

未
実
施
。
活
動

2-
10
並

び
に

活
動

2-
11
実

施
を

通
し

て
、

C
/P
の

能
力

向
上

を
図

る
予

定
。

3-
1

ミ
バ

エ
飼

育
及

び
V

H
T
試
験
を
含
む
す
べ
て
の
デ
ー
タ

が
蓄

積
さ

れ
る

。

活
用
可
能
な
デ
ー
タ
は
な
か
っ
た
。

・
ミ
バ
エ
飼
育
デ
ー
タ
、
試
験
デ
ー
タ
に
つ
い
て
そ
の
都
度
、
集
積
さ
れ
、
蓄
積

　
さ

れ
つ

つ
あ

る
。

・
な
お
、
試
験
資
料
デ
ー
タ
は
共
用
の
パ
ソ
コ
ン
内
に
整
理
、
保
存
し
、
紙
に
よ

　
る
デ
ー
タ
資
料
は
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
す
る
よ
う
専
門
家
が
指
導
中
で
あ
る
。

3-
2

ミ
バ

エ
飼

育
及

び
V

H
T
試
験
の
各
段
階
に
つ
い
て
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
。

本
邦
研
修
で
使
用
さ
れ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
み
。

ミ
バ
エ
飼
育
や

V
H

T
機
使
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
作
成
し
、
現
在
も
一
部
取
り
ま
と
め

中
。

3-
3

分
析
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
報
告
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら

れ
る
。

活
用
可
能
な
デ
ー
タ
は
な
か
っ
た
。

未
着
手
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
中
に
実
施
予
定
。
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項
目

指
　

標

プ ロ ジ ェ ク ト 目 標

3万
頭
以
上
の
大
規
模
殺
虫
試
験
で
、
す
べ
て
の
対
象
ミ

バ
エ
類
の
な
か
で

も
熱
耐
性
の
あ
る
ス
テ
ー
ジ
に
お

い
て
、
供
試
果
実
に
重
大
な
障
害
を
起
こ
さ
ず
に
供
試

ミ
バ
エ
類
を
完
全
消
毒
す
る
基
準
が
確
立
さ
れ
る
。

上 位 目 標

消
毒
技
術
が
確
立
さ
れ
る
熱
帯
性
果
実
が
少
な
く
と
も

一
種

類
に

応
用

。
も
、

・
温
湯
浸
漬
試
験
は
現
在
実
施
中
で
、
同
試
験
の
結
果
を
受
け
て

耐
性
種
が
選
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

・
引
き
続
き
、
果
実
に
寄
生
さ
せ
た
状
態
で
の
蒸
熱
処
理
（
Ｖ
Ｈ
Ｔ
）
に
よ
る
熱
感
受
性
比
較
試
験
も
実
施
予
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

耐
性

　
種
ス
テ
ー
ジ
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（

12
月
試
験
開
始
予
定
）
。

・
な
お
来
年
度
、
小
規
模
並
び
に
大
規
模
の
殺
虫
試
験
、
さ
ら
に
は
大
規
模
熱
障
害
試
験
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
指
標
に
あ
る
よ
う
な
完

　
全
消
毒
に
か
か
る
「
基
準
」
の
確
立
プ
ロ
セ
ス
が
明
確
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

・
消
毒
技
術
が
確
立
さ
れ
た
後
、
応
用
可
能
な
「
他
の
熱
帯
性
果
実
」
と
し
て
は
、
ミ
バ
エ
類
が
寄
生
す
る
果
実
で
あ
る
「
パ
パ
イ
ヤ
、
マ
ン
ゴ
ス

　
チ
ン
、
ド
ラ
ゴ
ン
フ
ル
ー
ツ
、
ラ
イ
チ
、
ナ
ス
、
ピ
ー
マ
ン
、
ニ
ガ
ウ
リ
、
ネ
ッ
ト
メ
ロ
ン
」
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
果
実
に
対
し
て
、
応
用
が
可
能

　
で
あ
る
。

・
さ
ら
に
は
、
蒸
熱
処
理
に
よ
る
消
毒
技
術
は
植
物
さ
え
蒸
熱
処
理
に
耐
え
ら
れ
れ
ば
、
他
の
害
虫
に
も
適
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

レ
ビ

ュ
ー

時
の

状
況

（
予

測
）
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項
目

活
動

内
容

1-
1

実
験

室
に

お
い

て
、

異
種

ミ
バ

エ
の

混
入

を
防

ぐ
た

め
定

期
的

に
供

試
ミ

バ
エ

類
の

種
を

同
定

す
る

。

・
飼
育
各
種
の
各
世
代
毎
の
標
本
作
製
及
び
そ
の

　
保
管
、
識
別
シ
ー
ト
の
作
製
、
同
定
、
識
別
講

　
習
の
実
施
。
標
本
作
製
及
び
保
管
器
材
の
充

　
実
、
顕
微
鏡
撮
影
装
置
の
導
入
。

・
20

11
年

5月
に

C
/P
の
豪
州
研
修
へ
の
参
加
、

　
20

11
年

5～
7月

に
追
加
専
門
家
の
派
遣
を
行
っ

　
た
。

ほ
ぼ

完
了

見
込

み

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

期
間

中
継

続
的
に
実
施
す
る
も
の
。

1-
2

実
験

室
に

お
い

て
、

一
定

の
温

度
、

湿
度

及
び

光
周

期
で

飼
育

環
境

を
管

理
す

る
。

導
入

し
た

バ
イ

オ
ト

ロ
ン

内
を

28
℃

、
70

％
R

H
、

光

周
期

を
10

L
,1

0D
,切

替
時

に
各

2時
間

の
薄

暮
に

し
て

飼
育
。

完
了

1-
3

対
象

ミ
バ

エ
類

の
成

長
ス

テ
ー

ジ
を

明
確

に
す

る
。

・
バ
イ
オ
ト
ロ
ン
、
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
タ
で
以
下
の

　
試

験
を

実
施

。
・
卵
期
間
調
査
、
幼
虫
発
育
期
間
調
査

(人
工

培

　
地

)
ほ

ぼ
完

了
見

込
み

当
初

、
ウ

リ
ミ

バ
エ

の
採

卵
が

う
ま

く
い

か
な

か
っ

た
た

め
、

試
験

実
施

が
遅

滞
し

た
。

1-
4

採
卵

、
幼

虫
・

成
虫

飼
育

を
含

む
ミ

バ
エ

類
の

全
て

の
成

長
ス

テ
ー

ジ
に

お
け

る
飼

育
方

法
を

改
善

す
る

。

・
飼
育
ケ
ー
ジ
な
ど
飼
育
機
材
の
導
入
。

・
成
虫
餌
（
成
虫
飼
料

A
Y

-6
5の

追
加
導
入
あ
り
）
、

　
幼
虫
飼
料
、
採
卵
容
器
、
給
餌
・
給
水
方
法
の
改

　
善
。

・
飼
育
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
作
製
、
飼
育
マ
ニ
ュ

　
ア

ル
の

作
成

。

ほ
ぼ

完
了

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

期
間

中
継

続
的
に
実
施
。

2-
1

ミ
バ

エ
類

に
よ

る
再

寄
生

を
防

ぐ
た

め
に

、
実

験
室

に
お

い
て

寄
生

し
た

果
実

と
処

理
を

し
た

果
実

の
保

管
条

件
を

確
立

す
る

。

バ
イ
オ

ト
ロ

ン
、

イ
ン

キ
ュ

ベ
ー

タ
を

導
入

し
、

果
実

の
購
入

か
ら

寄
生

果
実

作
製

、
消

毒
、

保
管

ま
で

の
流

れ
を
想
定
し
、
保
管
す
る
こ
と
と
し
た
。

完
了

2-
2

適
切

な
時

期
に

適
切

な
量

と
質

の
供

試
果

実
を

、
確

保
す

る
方

法
を

確
立

す
る

。

果
実

使
用

の
５

日
～

１
週

間
前

に
、

C
/P
が

連
絡

調
整

し
、

病
害

虫
予

察
セ

ン
タ

ー
（

P
FI
）

ま
で

配
達

し
て

も
ら
う
こ
と
と
し
た
。

一
部
に
課
題
を

残
す

①
果

実
の

熟
度

、
サ

イ
ズ

に
む

ら
が

あ
る

こ
と

②
寄

生
果

の
選

別
が

不
十

分
な
こ
と

③
外

側
か

ら
判

別
で

き
な

い
栄

養
障

害
と

思
わ

れ
る

果
実

が
多

数
混

入
す

る
こ

と
等

、
試

験
用

マ
ン

ゴ
の

品
質

上
の

問
題
が
あ
る
。

今
後

の
計

画

引
き

続
き

、
飼

育
各

種
の

各
世

代
毎

に
標

本
作

製
及

び
飼

育
虫

の
識

別
を

実
施

、
識

別
資

料
の

作
成

を
行

う
。

標
本

作
製

器
材

及
び
保
管
器
材
等
の
充
実
。

バ
イ

オ
ト

ロ
ン

、
イ

ン
キ

ュ
ベ

ー
タ

の
維

持
管

理
の

充
実

。

活
動

2-
4の

結
果

次
第

で
、

果
実

内
に

お
け

る
ウ

リ
ミ

バ
エ

の
幼

虫
発

育
試

験
実

施
の

可
否
を
決
定
す
る
予
定
。

飼
育

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

リ
バ

イ
ズ

、
飼

育
関

係
基

礎
デ

ー
タ

の
収

集
。

飼
育

に
必

要
な

物
品

の
在

庫
管

理
を

十
分

に
行

う
必

要
が

あ
る
。

左
の

問
題

を
ク

リ
ア

し
た

果
実

、
果

実
収

穫
末

期
ま

で
安

定
し

た
量

を
提

供
す

る
よ

う
繰

り
返

し
申

し
入

れ
て

お
り

、
今

回
の

中
間

レ
ビ

ュ
ー

で
も

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
側

で
も

協
議

予
定

。

・
C

/P
が

適
切

に
V

H
T
機
を
操
作

　
で
き
る
。

・
C

/P
が
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の

　
な
か
で
、

耐
性
ス
テ
ー
ジ
を
決
定

　
で
き
る
。

・
C

/P
が
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の

　
な
か
で
の

耐
性
ス
テ
ー
ジ
に
お

　
け
る
、
完
全
消
毒
条
件
を
決
定
で
き

　
る
。

・
C

/P
が

適
切

な
V

H
T
方

法
に

よ
り

、
　
果
実
の
熱
障
害
を
回
避
で
き
る
。

(1
1)

 P
O
に

沿
っ

た
活

動
実

績

到
達

目
標

活
動

遅
延

理
由

活
動

計
画

・
C

/P
が
採
卵
器
に
よ
り
効
率
的
に
ミ

　
バ
エ
類
の
卵
を
採
取
で
き
る
。

・
C

/P
が
実
験
計
画
に
従
っ
て
、
そ
れ

　
ぞ
れ
の
ミ
バ
エ
類
の
幼
虫
を
人
工
飼

　
育
で
き
る
。

・
C

/P
が
実
験
室
で
供
試
ミ
バ
エ
類
を

　
成
虫

6千
頭
規
模
で
累
代
飼
育
で
き

　
る
。

進
捗

状
況

と
実

績
達

成
率
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2-
3

実
験

室
に

お
い

て
、

供
試

果
実

の
一

定
温

度
で

の
保

管
環

境
を

確
立

す
る

。

沖
縄
産
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
マ
ン
ゴ
ー
の

例
を
参
考
に

、
13

℃
に

設
定

し
た

バ
イ

オ
ト

ロ
ン

内
に

保
管
。

ほ
ぼ

完
了

見
込

み

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
側

独
自

の
保

管
条

件
が

不
明

の
た

め
、

オ
ー

ス
ト

ラ
リ

ア
の

例
を

参
考

と
し

て
い

る
。

・ ・

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
側

の
輸

送
計

画
（

手
段

や
条

件
等

）
情

報
が

提
供

さ
れ

、
明

確
に

な
れ

ば
、

そ
の

条
件

下
で

保
管

を
検

討
す

る
。

果
実

の
輸

送
・

保
管

条
件

は
品

質
管

理
に

必
須

で
あ

り
、

商
業

的
成

功
の

た
め

に
も

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
側

の
対

応
が

求
め

ら
れ

て
お

り
、

今
回

の
中

間
レ

ビ
ュ

ー
で

も
情

報
提

供
に

つ
き

協
議

予
定

で
あ

る
。

2-
4

温
湯

浸
漬

試
験

に
よ

り
す

べ
て

の
対

象
ミ

バ
エ

類
の

な
か

で
、

耐
性

種
を

決
定

す
る

(熱
感

受
性

比
較

試
験

)

飼
育
３
種
ミ
バ
エ
の
、
若
齢
卵
、
成
熟
卵
、

１
齢
、

２
齢

、
３

齢
幼

虫
各

ス
テ

ー
ジ

を
対

象
に

温
湯

に
浸

漬
し

、
デ

ー
タ

を
集

積
中

。

11
月

現
在

、
終
試
験
中
。

手
順

の
見

直
し

は
じ

め
、

C
/P

へ
の

技
術

移
転

の
必

要
も

あ
り

、
約

1
カ

月
の

遅
れ

を
生

じ
て

い
る

。

2-
5

殺
虫

試
験

の
た

め
の

寄
生

供
試

果
実

の
作

製
方

法
を

確
立

す
る

。
果

実
へ

の
産

卵
の

深
さ

、
幼

虫
食

入
の

深
さ

を
調

査
。

卵
を
人

工
接

種
す

る
こ

と
に

よ
り

、
１

果
実

内
に

寄
生

で
き

る
幼

虫
頭

数
を

調
査

し
、

接
種

数
13

0卵
ま

で
可

能
な
こ
と
を
確
認
。

完
了

2-
6

供
試

果
実

へ
の

温
度

セ
ン

サ
ー

の
挿

入
方

法
を

確
立

す
る

。
温

度
セ

ン
サ

ー
を

皮
下

直
下

、
果

実
中

央
部

に
挿

入
し

、
果

実
中

央
部

の
温

度
が

上
昇

し
に

く
い

こ
と

を
確

認
。

完
了

2-
7

V
H

T
機

内
で

の
セ

ン
サ

ー
果

実
の

配
置

を
決

定
す

る
。

V
H

T
機
内
の
果
実
収
容
量
を
変
え

た
温

度
上

昇
比

較
試

験
を
実

施
し

、
ど

の
位

置
に

配
置

し
た

果
実

で
も

差
異

の
な
い
こ
と
を
確
認
。

完
了

2-
8

蒸
熱

処
理

に
よ

る
す

べ
て

の
対

象
ミ

バ
エ

類
の

な
か

で
耐

性
ス

テ
ー

ジ
を

決
定

す
る

。
(熱

感
受

性

比
較

試
験

)

未
着
手

2-
4
の

試
験

が
約

1
カ

月
の

遅
れ

を
生

じ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
同

試
験

の
開

始
が

遅
れ

る
模

様
。

2-
9

蒸
熱

処
理

に
よ

る
耐

性
種

の
完

全
殺

虫
の

た
め

の
条

件
を

決
定

す
る

、
小

規
模

殺
虫

試
験

を
実

施
す

る
。

未
着
手

本
試

験
の

結
果

に
よ

り
、

2-
8の

熱
感

受
性

比
較

試
験

の
対

象
ミ

バ
エ

を
決

定
の

う
え

（
現

段
階

で
は

、
pa

pa
ya

eが
他

の
2種

よ
り

熱
に

対
し

て
強

い
と

い
う

感
触

を
得

て
お

り
、

引
き

続
き

試
験
の

実
施

中
）
、

2-
8の

活
動

を
開

始
予

定
。

2-
8、

2-
9、

2-
12

の
試

験
の

接
種

可
能

頭
数

の
根

拠
と

す
る

。

果
実

を
使

用
す

る
、

以
下

の
試

験
の

果
実

内
温
度
測
定
の
根
拠
と
す
る
。

果
実

を
使

用
す

る
、

以
下

の
試

験
の

果
実

内
温
度
測
定
の
根
拠
と
す
る
。

2-
4完

了
後
に
実
施

2-
8完

了
後
に
実
施
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2-
10

蒸
熱

処
理

に
よ

る
熱

障
害

の
症

状
と

原
因

を
確

認
し

、
そ

の
熱

障
害

を
回

避
す

る
対

策
を

検
討

す
る

。
(小

規
模

熱
障

害
試

験
)

熱
障
害
の
デ
ー
タ
集
積
中
。

実
施
中

2-
2と

同
じ
問
題
が
あ
る
。

2-
11

蒸
熱

処
理

に
よ

る
熱

障
害

を
回

避
す

る
た

め
の

熱
障

害
試

験
を

実
施

す
る

。
(大

規
模

熱
障

害
試

験
)

未
着
手

2-
12

蒸
熱

処
理

に
よ

る
耐

性
種

の
完

全
殺

虫
の

た
め

の
条

件
を

証
明

す
る

た
め

の
大

規
模

殺
虫

試
験

を
実

施
す

る
。

未
着
手

3-
1

継
続

的
に

試
験

デ
ー

タ
を

記
録

す
る

。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
験
の
結
果
を

継
続
的
に
デ
ー
タ
と
し
て
保
存
、
記
録
中
。
ま
た
試
験

マ
ニ
ュ
ア
ル
も
並
行
し
て
整
備
中
。

実
施
中

3-
2

試
験

デ
ー

タ
を

分
析

す
る

。
上

記
3-

1の
試
験
デ
ー
タ
を
元
に
、
専
門
家
主
導
な
が

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
、
状
況
解
析
を
行
っ
て
い
る
。

実
施
中

・ ・

分
析
結
果
を
グ
ラ
フ
化
し
た
り
、
デ
ー

タ
の
解
析
や
不
明
な
点
の
考
察
を
行
う

な
ど
、
引
き
続
き
デ
ー
タ
分
析
を
行
う

予
定

で
あ

り
。

特
に

C
/P
が
自
ら
発
案
な
い
し
独
自
で
分

析
で
き
る
よ
う
指
導
を
強
め
る
予
定
。

3-
3

マ
ン

ゴ
ー

の
輸

出
が

想
定

さ
れ

る
国

に
提

出
す

る
た

め
の

報
告

書
と

し
て

デ
ー

タ
を

取
り

ま
と

め
る

。

未
着
手

・ ・

来
年
度
、
専
門
家
の
指
導
の
元
、
報
告

書
（
試
験
成
績
書
始
め
、
輸
入
解
禁
に

必
要

な
書

類
を

指
し

、
同

報
告

書
で

は
、
試
験
デ
ー
タ
を
は
じ
め
、
盛
り
込

む
べ
き
事
項
を
整
理
し
記
載
す
る
）
実

施
予
定
。

た
だ
し
、
園
芸
総
局
（

D
G

H
）

が
中

心
と
な
っ
て
、
報
告
書
そ
の
も
の
は
将
来

作
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
あ
く
ま
で

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
盛
り
込
む
べ
き
事
項

の
整
理
や
記
載
方
法
の
伝
授
、
ノ
ウ
ハ

ウ
提
供
に
と
ど
ま
る
。

蒸
熱

処
理

を
継

続
し

、
熱

障
害

の
症

状
と

原
因

を
確

認
し

、
活

動
2-

2の
問

題
を

解
決

す
る
必
要
が
あ
る
。

来
年
度
実
施

来
年
度
実
施

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
中
、
引
き
続
き
、

デ
ー
タ
記
録
を
蓄
積
。

・
ミ
バ
エ
飼
育
及
び

V
H

T
試
験
を
含
む

　
す
べ
て
の
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
る
。

　 ・
ミ
バ
エ
飼
育
及
び

V
H

T
試
験
の
各
段

　
階
に
つ
い
て
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
取
り

　
ま
と
め
ら
れ
る
。

　 ・
分
析
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
報
告
書
と
し

　
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
。
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作
成
日
：

20
11

年
12

月
12

日
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名

: 
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
「
マ
ン
ゴ
ー
に
お
け
る
ミ
バ
エ
類
検
疫
技
術
向
上
計
画
」

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
：
 

 
3.

5
年
間

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
地
域
：

 
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
西
ジ
ャ
ワ
州
 
病
害
虫
予
察
セ
ン
タ
ー
（

PF
I）

 

実
施
機
関
：

 
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
農
業
省
園
芸
総
局
及
び
農
業
検
疫
庁

 

 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
要
約

 
指
標

 
指
標
入
手
手
段

 
外
部
条
件

 

上
位
目
標

 

他
の
熱
帯
性
果
実
に
つ
い
て
、
ミ
バ
エ
類
に
対
す
る
蒸
熱
処
理

（
V

H
T）

に
よ
る
消
毒
技
術
が
確
立
さ
れ
る
。

 
 

 

1.
 
マ
ン
ゴ
ー
以
外
の
、
少
な
く
と
も
１
つ
の
熱
帯
性
果
実
に
お
い

て
、
消
毒
技
術
が
確
立
さ
れ
る
。

 

・
農
業
省
の
報
告
書

 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標

 

マ
ン
ゴ
ー
生
果
実
（
ゲ
ド
ン
）
に
つ
い
て
、
ミ
バ
エ
類
に
対
す

る
蒸
熱
処
理
に
よ
る
消
毒
技
術
が
確
立
さ
れ
る
。

 

1.
 

3
万
頭
以
上
の
大
規
模
殺
虫
試
験
で
、
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類

の
な
か
で

も
熱
耐
性
の
あ
る
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
供
試
果

実
に
重
大
な
障
害
を
起
こ
さ
ず
に
供
試
ミ
バ
エ
類
を
完
全
消
毒

す
る
基
準
が
確
立
さ
れ
る
。

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

報
告
書
及
び
デ
ー
タ

 
1.

 
訓
練
を
受
け
た

C
/P
が
現
在

の
業
務
を
継
続
す
る
。

 

2.
 
植
物
検
疫
強
化
に
必
要
な

資
金
が
確
保
さ
れ
る
。

 

成
果
 

 

1.
 
供
試
ミ
バ
エ
類
の
実
験
室
に
お
け
る
累
代
飼
育
に
関
す
る
カ
ウ

ン
タ
ー
パ
ー
ト
（

C
/P
）
の
能
力
が
向
上
す
る
。

 

 

 1.
1  

C
/P

が
採
卵
器
に
よ
り
、
効
率
的
に
ミ
バ
エ
類
の
卵
を
採
取
で

き
る
。

 

1.
2  

C
/P

が
実
験
計
画
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
バ
エ
類
の
幼
虫

を
人
工
飼
育
で
き
る
。

 

1.
3 

C
/P
が
実
験
室
で
供
試
ミ
バ
エ
類
を
成
虫

6
千
頭
規
模
で
累
代

飼
育
で
き
る
。

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

報
告
書
及
び
デ
ー
タ

 

・
PF

Iの
技
術
報
告
書

 

1.
 
訓
練
を
受
け
た

C
/P
が
現
在

の
業
務
を
継
続
す
る
。
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 2.

 
供
試
ミ
バ
エ
類
の
蒸
熱
処
理
に
よ
る
消
毒
に
か
か
る

C
/P
の
能

力
が
向
上
す
る
。

 

 

2.
1 

C
/P
が
適
切
に
蒸
熱
処
理
機
を
操
作
で
き
る
。

 

2.
2  

C
/P

が
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の
な
か
で

耐
性
ス
テ
ー
ジ

を
決
定
で
き
る
。

 

2.
3  

C
/P

が
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の
な
か
で
の

耐
性
ス
テ
ー

ジ
に
お
け
る
完
全
消
毒
条
件
を
決
定
で
き
る
。

 

2.
4  

C
/P

が
適
切
な
蒸
熱
処
理
方
法
に
よ
り
果
実
の
熱
障
害
を
回
避

で
き
る
。

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

報
告
書
及
び
デ
ー
タ

 

3.
 
試
験
デ
ー
タ
及
び
分
析
結
果
を
蓄
積
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
シ
ス

テ
ム
が
構
築
さ
れ
る
。

 

 

3.
1 

ミ
バ
エ
飼
育
及
び

V
H

T
試
験
を
含
む
す
べ
て
の
デ
ー
タ
が
蓄

積
さ
れ
る
。

 

3.
2  

ミ
バ
エ
飼
育
及
び

V
H

T
試
験
の
各
段
階
に
つ
い
て
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
。

 

3.
3  

分
析
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
報
告
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
。

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

報
告
書
及
び
デ
ー
タ

 

・
作
成
さ
れ
た
マ
ニ

ュ
ア
ル

 

活
動

 

1-
1 

実
験
室
に
お
い
て
、
異
種
ミ
バ
エ
の
混
入
を
防
ぐ
た
め
定
期

的
に
供
試
ミ
バ
エ
類
の
種
を
同
定
す
る
。

 

1-
2  

実
験
室
に
お
い
て
、
一
定
の
温
度
、
湿
度
及
び
光
周
期
で
飼

育
環
境
を
管
理
す
る
。

  
  

 

1-
3  

対
象
ミ
バ
エ
類
の
成
長
ス
テ
ー
ジ
を
明
確
に
す
る
。

 

1-
4  

採
卵
、
幼
虫
・
成
虫
飼
育
を
含
む
ミ
バ
エ
類
の
す
べ
て
の
成

長
ス
テ
ー
ジ
に
お
け
る
飼
育
方
法
を
改
善
す
る
。

 

2-
1 

ミ
バ
エ
類
に
よ
る
再
寄
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
実
験
室
に
お
い

て
寄
生
し
た
果
実
と
処
理
を
し
た
果
実
の
保
管
条
件
を
確
立

す
る
。

 

2-
2  

適
切
な
時
期
に
適
切
な
量
と
質
の
供
試
果
実
を
確
保
す
る
方

法
を
確
立
す
る
。

 

2-
3  

実
験
室
に
お
い
て
、
供
試
果
実
の
一
定
温
度
で
の
保
管
環
境

を
確
立
す
る
。

 

2-
4  

温
湯
浸
漬
試
験
に
よ
り
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の
な
か
で

投
入

 
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
側

 
1.

 
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
職
員
の
配
置

 

2.
 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
土
地
・
建
物
及
び
施
設

 

3.
 

PF
I施

設
の
一
部
改
修
用
の
予
算

 

4.
 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
予
算
（
燃
料
代
・
電
気
代
等
）

 

5.
 
試
験
用
マ
ン
ゴ
ー
の
調
達
（
予
算
配
分
を
含
む
）

 
 日
本
側

 
1.

 
専
門
家
派
遣

 

（
1）

 長
期
専
門
家
（
業
務
調
整
）

 

（
2）

 短
期
専
門
家
（
チ
ー
フ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ミ
バ
エ
飼
育
、

V
H

T
消
毒
試
験
、
 
 
 

果
実
障
害
試
験
、
機
材
管
理
等
）

 

2.
 
本
邦
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
研
修

 

3.
 
機
材
供
与

 

（
1）

 V
H

T
機
（
試
験
用
規
模
）

 

（
2）

 ミ
バ
エ
飼
育
用
バ
イ
オ
ト
ロ
ン

 

1 ．
 （気

象
条
件
等
の
影
響
を
受

け
ず
に
）
試
験
用
マ
ン
ゴ
ー
果

実
（
ゲ
ド
ン
）
が
確
実
（
一
定

量
･品

質
）
に
入
手
で
き
る
。

 

2．
 必
要
な
施
設
と
機
材
に
関

す
る
技
術
的
な
ト
ラ
ブ
ル
が
回

避
さ
れ
る
。

 

3．
 訓
練
を
受
け
た

C
/P
が
現
在

の
業
務
を
継
続
す
る
。
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耐
性
種
を
決
定
す
る
。
（
熱
感
受
性
比
較
試
験
）

 

2-
5  

殺
虫
試
験
の
た
め
の
寄
生
供
試
果
実
の
作
製
方
法
を
確
立
す

る
。

 

2-
6  

供
試
果
実
へ
の
温
度
セ
ン
サ
ー
の
挿
入
方
法
を
確
立
す
る
。

 

2-
7 

V
H

T
機
内
で
の
セ
ン
サ
ー
果
実
の
配
置
を
決
定
す
る
。

 

2-
8  

蒸
熱
処
理
に
よ
る
す
べ
て
の
対
象
ミ
バ
エ
類
の
な
か
で

耐

性
ス
テ
ー
ジ
を
決
定
す
る
。
（
熱
感
受
性
比
較
試
験
）

 

2-
9  

蒸
熱
処
理
に
よ
る

耐
性
種
の
完
全
殺
虫
の
た
め
の
条
件
を

決
定
す
る
小
規
模
殺
虫
試
験
を
実
施
す
る
。

 

2-
10

 蒸
熱
処
理
に
よ
る
熱
障
害
の
症
状
と
原
因
を
確
認
し
、
そ
の

熱
障
害
を
回
避
す
る
対
策
を
検
討
す
る
。
（
小
規
模
熱
障
害

試
験
）

 

2-
11

 蒸
熱
処
理
に
よ
る
熱
障
害
を
回
避
す
る
た
め
の
熱
障
害
試
験

を
実
施
す
る
。
（
大
規
模
熱
障
害
試
験
）

 

2-
12

 蒸
熱
処
理
に
よ
る

耐
性
種
の
完
全
殺
虫
の
た
め
の
条
件

を
、
証
明
す
る
た
め
の
大
規
模
殺
虫
試
験
を
実
施
す
る
。

 

3-
1  

継
続
的
に
試
験
デ
ー
タ
を
記
録
す
る
。

 

3-
2  

試
験
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
。

 

3-
3  

マ
ン
ゴ
ー
の
輸
出
が
想
定
さ
れ
る
国
に
提
出
す
る
た
め
の
報

告
書
と
し
て
デ
ー
タ
を
取
り
ま
と
め
る
。

 

（
3）

 寄
生
果
実
保
管
用
バ
イ
オ
ト
ロ
ン

 

（
4）

 プ
レ
ハ
ブ
式
恒
温
室

 

（
5）

 発
電
機

 

（
6）

 車
両

 

（
7）

 P
FI
の

V
H

T
実
験
棟
施
設
の
建
設
・
改
修
費

 

 

4.
 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
予
算
（
小
規
模
機
材
・
資
材
等
）

 

             前
提
条
件

 :
  

1．
 対

象
ミ
バ
エ
類
を
決
定
す

る
た
め
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

国
側
か
ら
ペ
ス
ト
リ
ス
ト

が
提
出
さ
れ
る
。
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